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第２章 災害予防計画

第１節 都市防災対策計画

都市における災害防止のため、適正で秩序ある土地利用を図り、防災面に配慮した都市施設の

整備や各種都市防災対策を積極的に推進する。

実施担当及び関係機関：建設課、県（都市計画課、建築指導課、住宅課）

１ 都市施設の整備促進

（１）土地区画整理

市、県等は、都市計画区域内において健全な市街地を形成するため、道路、公園、上下水

道等を整備して、面的に計画的な市街化を図る。

（２）街路の整備

市、県等は、都市内道路の整備、拡幅により都市内に空間を与え、火災の延焼を防止し、

災害時における緊急輸送及び避難路としての機能を確保する。

（３）公園緑地の整備

市、県等は、市街地の公園緑地の規模と配置の適正な整備を図り、火災の延焼を防止し、

災害時における指定緊急避難場所及び指定避難所としての機能を確保する。

２ 都市防災対策の推進

（１）都市計画における防災対策の位置付け

市及び県は、長期的な視点で安全なまちづくりを進めるため、地域防災計画との有機的な

連携を図りつつ、都市計画区域マスタープランに定める都市防災に関する都市計画の決定方

針に基づき、都市計画を定める。

（２）防火地域、準防火地域の指定

市は、市街地における火災の危険を防除するため、市街地の中心部で土地利用度、建築密

度が高く、防災上特に重要な地区を指定し、建築材料、構造等の制限を行う。

（３）市街地再開発事業

市、県等は、市街地の計画的な再開発を行い、都市における災害の防止、土地の合理的か

つ健全な高度利用、都市機能の更新を図る。

（４）住宅地区改良事業

市は、市街地にある不良住宅地の改良促進を行い、住宅の不燃化、住環境の整備を図る。

（５）宅地造成等の規制

県等は、宅地造成工事により、がけ崩れや土砂の流出を生ずるおそれがある区域を宅地造

成工事規制区域に指定し、必要な規制を行う。

（６）地区計画による防災まちづくり

市は、火事、地震、津波等の災害時における地区レベルでの延焼防止及び避難上必要な機

能の確保等を図るため、防災街区整備地区計画制度の活用等を図る。

（７）住居系用途地域の指定

市は、河川の洪水や津波、高潮等による浸水リスクを考慮し、できるだけリスクの低い地
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域に住居系用途を指定する。

（８）津波に強いまちづくり

市及び県は、津波から迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を原則として

地域の実情を踏まえつつ、できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくりを目指す。
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第２節 建築物等災害予防計画

地震による建築物等の被害を防止し、市民の生命、財産等を保護するため、公共建築物の耐震

性を確保するとともに、一般建築物の防災指導等を行い、建築物等の安全確保を図る。また、建

築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく東かがわ市耐震改修促進計画による耐震改修等の推

進に努める。

実施担当及び関係機関：建設課、危機管理課、財務課、教育委員会、県（財産経営課、危機管

理課、営繕課、建築指導課、住宅課、教育委員会）、大川広域消防本部、警察

１ 公共建築物等の災害予防

（１）市は、震災時において応急対策活動の拠点となる市有施設を防災上重要建築物として指定

し、耐震性の確保等を図る。なお、耐震性の確保に当たっては、東かがわ市耐震改修促進計

画に設定する数値目標の設定等により、計画的かつ効果的に実施する。

① 防災上重要建築物の指定

ア 防災拠点施設：市役所、支所、消防団屯所、消防署

イ 救護施設：保健センター

ウ 避難収容施設：学校、公民館、その他主要施設

② 耐震診断・耐震補強工事の実施

防災上重要建築物について、耐震性の確保を図る。また、耐震診断基準に基づく診断の

結果、耐震性が不十分と判定された施設については，計画的に耐震補強工事を行う。また、

耐震診断の結果等については、ホームページなどを通じ、情報提供を行うよう努める。

③ 建築設備の耐震性確保

防災上重要建築物について、地震発生後も継続してその機能が果たせるよう、重要度に

応じて設備の整備に努める。

④ 緑化の推進

災害時の避難場所となる施設周辺の緑化を進め、避難場所の安全性を確保する。

（２）市は、多数の者が利用する市有施設について、地震・津波発生時に多大な被害の発生する

おそれがあることから、利用の状況等を勘案し、計画的な耐震診断、耐震補強工事等の耐震

化を図る。

（３）市は、上記（１）及び（２）に掲げた施設以外の市有施設についても、計画的な耐震化に

努める。

特に、市立学校等の教育施設については、児童・生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の

場であり、災害時には児童・生徒等の応急教育の確保や市民の応急的な避難場所となり得る

ことから、優先的に耐震診断、耐震補強工事等の耐震化に努める。

（４）市は、市有施設の天井材、照明器具、外壁、窓ガラス等の非構造部材及びブロック塀等の

耐震性の点検と確保に努める。また、老朽化の兆候が認められる場合には、安全確保対策を

進める。特に、防災上重要建築物については、十分配慮する。

（５）市は、市有施設における避難経路の確認を行うとともに、発災後の移動経路の確保を行う

ため、建物の出入り口や通路の点検を行い、支障となる物品等の移動を確実に行う。また、

書棚やキャビネット等のオフィス家具やOA機器等の転倒・落下防止対策を講じる。

（６）警察は、災害時において地区の災害警備活動の拠点となる警察署、交番等の施設について、
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計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の確保を図る。

（７）大川広域消防本部は、地震発生時において地区の災害救助活動の拠点となる消防署等の施

設について、計画的な整備に努め、耐震化の促進など耐震性の確保を図る。

（８）市は、県が行う耐震化事業に準じて、自らが管理する公共施設について耐震診断、耐震補

強工事等を推進するとともに、非構造部材及びブロック塀等の耐震性の点検と確保に努める。

なお、老朽化の兆候が認められる場合には、安全確保対策を進める。また、震災時に避難場

所となる公共施設の周辺について、緑化の推進、緑地整備を行い、避難場所の安全性を確保

する。

（９）市及び県は、学校、社会福祉施設、病院、保育所等の公共的施設管理者に対し、耐震診断・

耐震補強工事等に関する情報提供による啓発、相談体制の整備等を通じて、施設の耐震化の

促進を図る。

２ 一般建築物等の災害予防

（１）防災知識の普及

市及び県は、建築物の災害予防について、建築物防災週間を中心にポスター掲示、パンフ

レット配布等普及活動を行う。また、ラジオ、テレビ、新聞等を通じて広報活動を行う。ま

た、不動産を譲渡し、交換し、又は貸付けようとする者は、その相手方に対してあらかじめ

当該不動産についての、地形、地質、過去の災害記録、予想される被害その他の災害に関す

る情報を提供するよう努める。

（２）耐震化の促進

市及び県は、耐震診断・耐震改修の補助制度の活用や情報提供による啓発、相談体制等の

整備等を通じて、建築物の耐震化の促進を図る。特に、災害応急対策活動に必要な人員や物

資等の輸送経路となる緊急輸送道路沿いの民間建築物については、災害時における緊急輸送

道路の機能維持を図るため、補助制度の活用や情報提供による啓発等を通じて耐震化の促進

に努める。

（３）特殊建築物の防災指導

県は、旅館、ホテル、物品販売店舗等不特定多数の利用者を収容する特殊建築物について、

防災査察等を通じて、構造、耐力、防火、避難等に関する防災指導を行う。

（４）違反建築物の指導

県は、法令に違反した建築物が被害を拡大させることを防ぐため、違反建築物を対象とし

た指導取締りを積極的に行う。

（５）がけ地近接等の危険住宅の移転の促進

市及び県は、がけ地近接等で崩壊による危険の著しい区域等において、建築に関する制限

を行うとともに、がけ地近接等危険住宅の移転事業の促進を図る。

（６）落下物等の防止対策

県は、建築物の屋根ふき材、外装材、看板及び窓ガラス等の飛散・落下防止のための指導

及び啓発を行う。建築物の所有者等は、当該建築物について必要な耐震診断を行い、その結

果に応じて改修等を行うよう努めるとともに、家具、窓ガラス等について、転倒、落下等に

よる被害の発生を防ぐための対策を行うよう努める。

（７）ブロック塀等の倒壊防止

県は、ブロック塀等の倒壊事故を防止するために、その所有者等に対して必要な指導及び
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啓発を行う。

ブロック塀、広告板その他の工作物、給湯施設又は自動販売機（以下「工作物等」とい

う。）を設置する者は、当該工作物等の安全性を定期的に点検し、必要に応じて補強、撤去

等を行うよう努める。

（８）地震保険の普及

市及び県は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とし、被災者の住宅

再建にとって有効な手段である地震保険の普及促進に努める。

３ 家具等の転倒防止対策

（１）市及び県は、住宅、事務所等の建築物内の本棚、食器棚等の転倒又は棚の上の物の落下等

による被害を防止するため、広報誌やパンフレットなどにより、市民に対して家具の転倒防

止法等の普及啓発に努める。

（２）市民、事業所等は、家具を止め金具で固定する等、家具等の転倒防止及び落下防止対策を

講ずる。

４ 被災建築物及び被災宅地の危険度判定

県は、災害により被災した建築物及び宅地の危険度を判定するため、被災建築物応急危険度

判定士及び被災宅地危険度判定士の育成を図る。
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第３節 地盤災害等予防計画

地震による地すべり、がけ崩れ、山崩れ、液状化等の地盤災害を防止するため、県が実施する

危険箇所の現況把握、区域の指定、防止施設の整備等に協力するとともに、危険箇所の周知、警

戒避難体制の確立など総合的な対策を推進する。

実施担当及び関係機関：農林水産課、建設課、危機管理課、県（みどり整備課、技術企画課、

河川砂防課、建築指導課）

１ 土砂災害危険区域の災害予防対策

（１）市は、土砂災害危険区域における防災対策として、県が積極的に推進する次の事業に協力

する。

① 砂防事業

市内に 283 箇所ある土石流危険渓流について、災害を未然に防止するため、危険度の高

いところから砂防指定地に指定し、順次砂防工事を行う。

② 急傾斜地崩壊対策事業

市内に 93箇所ある急傾斜地崩壊危険箇所（自然がけ 81箇所、人工がけ 12箇所）につ

いて、災害を未然に防止するため、危険度の高いところから急傾斜地崩壊危険区域に指定

し、順次崩壊防止工事を行う。

③ 地すべり対策事業

市内に４箇所ある地すべり危険箇所について、災害を未然に防止するため、危険度の高

いところから地すべり防止区域に指定し、順次地すべり防止工事を行う。

④ 治山事業

市内の民有林に 488 箇所（崩壊土砂流出危険地区 297 箇所、山腹崩壊危険地区 191箇

所）及び国有林に 28箇所（崩壊土砂流出危険地区 13箇所、山腹崩壊危険地区 15箇所）

ある山地災害危険地区について、災害を未然に防止するため、危険度の高いところから優

先的に治山事業を行う。

（２）砂防施設等の管理者は、既設構造物について常時点検を行い施設の機能の維持に努めると

ともに、老朽化等により機能低下をきたしている箇所については補修、補強等整備を行い、

地震による土砂災害の防止を図る。

（３）市及び県は、地震による土石流、急傾斜地崩壊、地すべり及び山地災害の危険性を市民に

周知するとともに、危険箇所等に標柱、標識版等を設置するなど適切な方法で、危険区域に

居住する市民の被害の防止に努める。

（４）市は、危険区域付近の市民に対して、異常な状況の早期発見に留意するよう啓発するとと

もに、指定緊急避難場所及び指定避難所、避難経路、避難方法、情報の伝達手段などをあら

かじめ定めるなど土砂災害の危険区域に対する警戒避難体制の整備を推進する。

（５）県は、地震発生後の余震、豪雨等による土砂災害から県民の生命や財産を守るため、斜面

や渓流など危険箇所の点検等を行う砂防ボランティアの育成を図り、その活動を支援する。

２ 液状化災害の予防対策

（１）県は、埋立地や旧河川道等の液状化のおそれのある箇所を始めとして、液状化や地盤沈下

のおそれのある箇所を把握するため、浅部の地盤データについて収集・整理を図るとともに、
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地盤の液状化等による災害を防止するため、液状化等のおそれがある場所に施設や構造物を

建設する場合には、その施工主等に対して、必要に応じた対策が講じられるよう指導に努め

る。

（２）市及び県は、埋立地などに重要な公共施設等を建設する場合には、液状化に伴う地盤災害

を事前に防止するため、粒度や地下水などの地盤の状況の把握に努めるとともに、必要に応

じた対策を講じる。

（３）市は、液状化被害の危険性を示した液状化ハザードマップを作成・公表するよう努める。

（４）市及び県は、公表した大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを

もとに大規模盛土造成地の適切な点検や管理を行うよう、周知・啓発に努める。

【参考資料３－ ６ 急傾斜地崩壊危険箇所】

【参考資料３－ ７ 土石流危険渓流】

【参考資料３－ ８ 地すべり危険箇所】

【参考資料３－ ９ 土砂災害危険区域と警戒避難体制の整備事項】

【参考資料３－１０ 土砂災害警戒区域に位置する要配慮者利用施設】

【参考資料３－１６ 山腹崩壊危険地区】

【参考資料３－１７ 崩壊土砂流出危険地区】
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第４節 火災予防計画

地震による同時多発的な火災に対応するため、出火防止、初期消火の指導を徹底するとともに、

消防力の増強、消防水利の整備等を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、消防団、大川広域消防本部、県（危機管理課）

１ 出火防止、初期消火

（１）一般家庭に対する指導等

① 市及び県は、大地震時には広域にわたって同時多発火災が発生しやすいことから、講演

会の開催、ポスター、パンフレット等印刷物の配布、その他火災予防週間中における広報

車、防災ヘリコプター等による広報などにより、出火防止を重点に、火災予防の周知徹底

に努める。

② 市は、市民が参加できる防火教室等を開催し、地震の二次災害としての火災の恐ろしさ、

出火防止についての知識、消火器の使用方法等を周知徹底させるとともに、火災予防週間

等には、重点的に各家庭の巡回指導を行い、出火防止に関する指導に努める。

③ 市は、各家庭に消火器、消火バケツ等の初期消火用具が常備されるよう普及に努めると

ともに、自主防災組織等市民による初期消火活動が積極的に行われるよう指導育成に努め

る。

（２）事業所に対する指導等

① 市は、予防査察、火災予防運動等のあらゆる機会をとらえ、防火管理者をはじめとする

関係者に対して、地震・津波発生時の応急対応、消防用設備等の点検整備と取扱方法の徹

底、避難誘導体制の確立、終業時の火気点検の徹底など防災思想の普及に努める。

② 市は、事業所に対して、自衛消防隊の育成、消防用設備、防火用水の整備充実等に努め

るよう指導する。

③ 市は、発火性薬品を所有している施設・事業所に対して、その薬品の漏洩、混合等によ

り出火のおそれがあるので、転倒、落下防止措置を講じるよう指導する。

２ 消防力の強化

（１）市は、同時多発、交通障害、水利の破損等困難な特徴をもつ地震火災に対して、適切かつ

効果的な消防活動を行うため、活動体制、活動要領等を定めるとともに、消防団員の非常招

集方法等を定めておく。

（２）市は、消防ポンプ自動車等の消防施設の計画的な整備充実に努めるとともに、消防団の装

備等の整備充実及び消防団の活性化を積極的に進める。

（３）市は、消防力の整備指針に沿って、消防力の整備に努める。

３ 消防水利の整備

（１）市は、地震・津波発生時には消火栓や水道施設の損壊等により断水又は極度の機能低下が

予想されるので、耐震性貯水槽の整備に努める。

（２）市は、消火栓のみに偏ることなく、耐震性防火水槽及び耐震性貯水槽の整備、河川水、た

め池、海水等の自然水利の活用、プール等の指定消防水利としての活用等により、消防水利

の多様化を図るとともに、その適正な配置に努める。
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【参考資料６－１ 大川広域消防本部現勢】

【参考資料６－２ 消防団現勢】

【参考資料６－３ 消防水利の現況】
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第５節 危険物等災害予防計画

危険物（石油類等）、高圧ガス、火薬類、毒物劇物等による災害の発生及び拡大を防止するため、

保安意識の高揚、取締りの強化、自主保安体制の強化等を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、大川広域消防本部、県（危機管理課、薬務感染症対策課）、

香川労働局、中国四国産業保安監督部四国支部

１ 概要

本市には、消防法に基づく危険物施設、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス関係事業所、火薬

類取締法等に基づく火薬類関係営業者、毒物及び劇物取締法に基づく毒物劇物営業者があり、

各事業者は、防災訓練の実施や施設等の安全性の向上を図るなど災害の発生及び拡大防止に努

めている。

２ 施設の安全性の確保

市、県、香川労働局及び中国四国産業保安監督部四国支部は、施設の安全性を確保するため、

次の措置を講じる。

（１）保安検査等

危険物関係施設が関係法令に規定する技術上の基準に適合し、かつ適正に維持されている

かなど施設の安全確保のため、保安検査、立入検査等を行う。

（２）自主保安体制の整備促進のための指導

事業所における自主保安規程等の遵守、自衛消防組織等の設置、定期点検・自主点検の実

施等自主保安体制の整備の促進を図るため指導を行う。

（３）講習会等の実施

事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対して、講習会、研修会の実施等により保安管理

及び危険物等に関する知識の向上を図り、危険物等関係施設の保安体制の強化を図る。

３ 資機材の整備等

市及び関係機関は、地域の実情に応じて化学消防車等の整備を図り、消防力の強化に努める。

また、事業所に対して、化学消火薬剤その他必要な資機材の整備について指導する。

４ 防災訓練の実施

市は、県、関係機関、関係事業者等と連携して、様々な危険物災害を想定し、より実践的な

訓練を行う。また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を

行う。

５ 防災知識の普及

市は県と協力して、市民に対して、危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、その危険性を

周知するとともに、災害発生時にとるべき行動、指定避難場所での行動等防災知識の普及、啓

発を図る。

【参考資料４－１ 危険物施設】
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【参考資料４－２ 高圧ガス関係事業所】

【参考資料４－３ 火薬類関係営業者】

【参考資料４－４ 毒物劇物営業者】

【参考資料４－５ 毒物劇物製造所等の地震対策指針】
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第６節 公共施設等災害予防計画

地震・津波による公共施設等の被害は、市民の生活に重大な支障を生じさせるばかりでなく、

市民の避難、消防活動、医療活動等の応急対策活動に困難をもたらすため、日常から施設の危険

箇所の調査とこれに基づく補修工事を行うとともに、緊急度の高い箇所から順次耐震対策を行う

など地震・津波に強い施設の確保に努める。

実施担当及び関係機関：環境衛生課、農林水産課、建設課、県（みどり整備課、廃棄物対策課、

土地改良課、水産課、道路課、河川砂防課、港湾課）、警察、四国地方整備局、高松空港事務所、

西日本高速道路(株)、四国旅客鉄道(株)、NHK 高松放送局

１ 道路施設

（１）道路管理者等は、道路施設について、耐震結果等に基づき、対策工法を決定し緊急度の高

いところから速やかに対策工事を行う。また、落橋、変形等の被害が予想される道路橋等に

ついて、橋梁補強工事等を行うとともに、長寿命化修繕計画を策定し、予防的な修繕及び計

画的な架け替えを実施することにより、重要な道路ネットワークの安全性、信頼性を確保す

る。さらに、新たな道路、橋りょう等を建設するときは、耐震性を考慮した整備を行い、都

市防災対策として電線・共同溝事業を推進し、道路機能の確保を図る。

（２）警察は、交通安全施設等について、耐震性の向上を図るとともに、停電等にも対処できる

よう信号機電源付加装置等の整備を推進する。

２ 河川管理施設

（１）河川管理者は、河川施設について、耐震点検結果に基づき、耐震補強等が必要な箇所を指

定し、その重要度及び緊急度等に応じた補強等の対策を行うとともに、新設に当たっては耐

震性を配慮して整備する。また、堰、水門、ダム等防災上重要な施設については、地震・津

波発生時に大きな被害がでないように長寿命化計画の作成、実施等による適切な維持管理に

努める。

（２）河川管理者は、定期的に施設の点検・巡視等を実施するとともに、津波への迅速な対応が

可能になるように、水門、陸閘等の閉鎖を迅速確実に行うための体制、手順や平常時の管理

方法等について定め、訓練の実施に努める。また、陸閘の常時閉鎖に努め、市及び県は、そ

のための啓発等を行う。なお、水門等の閉鎖手順等を定める場合には、水門等の閉鎖に係る

操作員の安全管理に配慮する。

（３）県は、主要河川において、災害時の拠点となる水防機能等を備えた河川防災ステーション

の整備に努める。

３ 港湾及び漁港施設

（１）港湾管理者は、地震・津波発生時における緊急物資や人員の輸送、最低限の経済・物流活

動の維持等を図るため、港湾施設について耐震性を強化するとともに、防災上重要な高松港、

坂出港等において耐震強化岸壁や緊急輸送道路に指定されている臨港道路の整備に努める。

また、震災時に大きな被害が出ないように、長寿命化計画の作成・実施等による適切な維持

管理に努めるとともに、地震・津波発生時の緊急物資の集積等のための広場、緑地等につい

ても整備に努める。
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（２）漁港管理者は、緊急物資の受入拠点、被災地の復興支援拠点等として機能を確保するため、

漁港施設について、漁港の技術指針により設計施工を行い安全性を確保するとともに、既設

の重要な構造物についても、耐震性の調査検討を行い必要に応じて補強等の対策を行う。

（３）港湾及び漁港の管理者は、定期的に施設の点検・巡視等を実施するとともに、津波への迅

速な対応が可能になるように、水門、陸閘等の閉鎖を迅速確実に行うための体制、手順や平

常時の管理方法等について定め、訓練の実施に努める。また、陸閘の常時閉鎖に努め、市及

び県は、そのための啓発等を行う。なお、水門等の閉鎖手順等を定める場合には、水門等の

閉鎖に係る操作員の安全管理に配慮する。

４ 海岸保全施設

（１）海岸管理者は、海岸保全施設について、緊急性の高い箇所から耐震点検や補強等の対策を

行うよう努める。

（２）海岸管理者は、定期的に施設の点検・巡視等を実施するとともに、津波への迅速な対応が

可能になるように、水門、陸閘等の閉鎖を迅速確実に行うための体制、手順や平常時の管理

方法等について定め、訓練の実施に努める。また、陸閘の常時閉鎖に努め、市及び県は、そ

のための啓発等を行う。なお、水門等の閉鎖手順等を定める場合には、水門等の閉鎖に係る

操作員の安全管理に配慮する。

５ ため池等農地防災施設

（１）市、県、土地改良区等は、地震に伴うため池の決壊等を未然に防止するため、老朽化した

ため池の整備を行う。

（２）市及び県は、防災重点ため池のうち防災上重要な中小規模ため池について、計画的に耐震

診断を実施の上、国の防災対策を踏まえ、必要な耐震化整備を行う。

（３）市は、防災重点ため池について、浸水想定区域図を作成するとともに、決壊した場合の影

響度や地域の実情を踏まえ、指定緊急避難場所・指定避難所、避難経路を示すハザードマッ

プの作成、普及啓発を図る。

６ 鉄道施設

鉄道事業者は、地震・津波による被害を軽減し、旅客の安全と輸送の円滑化を図るため、次

の対策を講じる。

（１）鉄道施設について、橋りょう、土構造物等の施設を主体に、必要により補強対策等を推進

し、耐震性の向上を図る。

（２）地震検知装置について、列車運転の安全を確保するため、設備の新設や増設、改良等に努

める。

（３）各種情報を迅速かつ的確に伝達するため、通信施設の整備充実を図る。

（４）地震発生後の早期の復旧を期するため、復旧要員の動員、復旧用資機材等の配置及び整備、

関係機関との応援協力体制の確立など応急復旧体制の整備に努める。

７ 空港施設

空港施設の管理者は、地震による被害を最小限にとどめて空港機能を維持するため、航空局

から出される各種基準等に基づき施設・設備の耐震性の向上を図るとともに、地震発生時の応
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急復旧体制の整備に努める。

８ 廃棄物処理施設

市は、地震・津波による施設の被害を抑えるとともに、迅速な応急復旧を図るため、施設の

安全強化、応急復旧体制、広域応援体制の整備、十分な大きさの仮集積場・処分場の候補地の

選定等を行うとともに、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼働することにより、電

力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給

設備を設置するよう努める。

また、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余裕を持った処理施設の能力を維持し、災害

廃棄物処理機能の多重化や代替性の確保を図るよう努める。

９ 放送施設

放送事業者は、震災時における情報通信、放送の送出及び受信を確保するため、施設等の耐

震性の強化、放送機材等の落下・転倒防止、非常電源設備の充実、応急復旧体制の整備など防

災対策を推進する。
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第７節 ライフライン等災害予防計画

災害による電気、通信サービス、上下水道等のライフライン関連施設の被害を未然に防止する

ため、各施設毎に安全性を確保できるような技術基準等を設定するとともに、被害を最小限にと

どめるため系統の多重化、拠点の分散、代替施設の整備等の対策を実施する。ライフライン施設

の機能の確保策を講ずるに当たっては、地震・津波被害想定等を活用し、主要設備の安全性の確

保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行うほか、県とライフライン事業者の間で災害

時連絡員を派遣する体制を整備する。

実施担当及び関係機関：上下水道課、県（下水道課）、香川県広域水道企業団、四国総合通信局

四国地方整備局、中国四国産業保安監督部四国支部、（独）水資源機構、四国電力(株)、四国電力

送配電（株）、NTT 西日本(株)香川支店、(株)NTT ドコモ四国支社、NTTコミュニケーションズ(株)、

KDDI(株)四国支社、ソフトバンク(株)

１ 電気施設

電気事業者は、災害時においても電力供給を確保するため、各設備毎に耐震化対策を十分行

うとともに、重要な送電線の２回線化などバックアップ体制の整備を図る。また、応急復旧体

制の整備及び応急復旧用資機材等の確保を図るとともに、各電力会社との電力融通や相互応援

体制の整備等を図る。

２ 電気通信施設

電気通信事業者は、災害時においても重要通信を確保するため、設備を強固にし、災害に強

い信頼性の高い通信設備の設計・設置を図るとともに、主要伝送路のループ構成などバックア

ップ体制の整備を図る。また、復旧要員及び復旧資材等の確保を図るとともに、全国からの要

員の応援体制、資材等の調達体制の確立を図る。

３ 水道施設

水道事業者は、地形、地盤及び重要度を考慮し耐震構造の施設整備を行い、災害による施設

損傷や漏水に伴う断水を最小限にとどめるとともに、漏水による浸水、水質汚染等の二次災害

を防止するため、施設の安全性の強化、送水ルートのループ化、配水管網のブロック化、長時

間の停電に備えた電源の確保、応急給水・応急復旧体制の整備、他事業者との広域的な応援体

制の強化、施設管理図書の整備等を図る。

４ 下水道施設

市は、下水道施設等の耐震診断を実施し、施設の重要度、改築更新時期等を考慮して、計画

的に耐震対策工事等を実施するとともに、最低限の下水道の機能を維持するため、施設の安全

性強化、バックアップ及び応急復旧体制の整備、施設管理図書の整備等を図る。

下水道管理者は、業界団体等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は

修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、必要な資機材

の整備等に努める。
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【参考資料２－ ７ 災害時における応急復旧の実施に関する協定書（東かがわ市設備協会）】

【参考資料２－２２ 災害時における電気設備の応急復旧に関する協定書（県電気工事業工業組合）】

【参考資料２－２３ 災害時の協力に関する協定書（四国電力(株)）】

【参考資料２－２５ 災害時における LP ガス等の調達に関する協定書】
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第８節 防災施設等整備計画

災害時における災害応急対策等の業務が迅速かつ的確に実施できるよう、気象観測、水防、消

防、通信等の施設・設備等の整備を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、財務課、建設課、大川広域消防本部、県（危機管理課、

道路課、河川砂防課）、警察、四国地方整備局、高松海上保安部、高松地方気象台、NTT西日本(株)

香川支店、(株)NTT ドコモ四国支社、NTTコミュニケーションズ(株)、KDDI(株)四国支社、ソフト

バンク(株)

１ 消防施設等

（１）市は、消防ポンプ自動車等の消防用車両、消火栓、耐震性防火水槽、耐震性貯水槽等の消

防水利、火災通報施設その他の消防施設・設備の整備、改善及び性能調査を実施するととも

に、関係機関と特殊火災に対処するため、化学車、はしご車、消火薬剤等の資機材の整備を

図る。

（２）市及び関係機関は、救助・救急活動のため、救助工作車、救急自動車、照明車等の車両及

び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努める。

（３）市は、大川広域消防本部と協力して、消防救急無線のデジタル化を推進し、多様なデータ

通信の実施等により、消防救急活動の多様化を図る。

２ 通信施設等

（１）市、県及び防災関係機関は、災害時の通信連絡手段を確保するため、通信施設・設備等に

関して、次の措置を講じる。

① 防災に関する情報の収集、伝達等の迅速化を図るため、市・県防災行政無線や県防災情

報システムなどを活用し、地域、市、県、防災関係機関相互間における情報連絡網の整備

を推進する。

② 情報通信施設の災害等に対する安全性の確保及び停電対策、施設の危険分散、通信路の

多ルート化、無線を利用したバックアップ対策、デジタル化の促進等による防災対策を推

進し、通信連絡機能の維持向上を図る。

③ 商用電源停電時も通信設備に支障がないように、自動起動・自動切替の非常用発電設備、

無停電電源設備等の整備を図る。なお、発電設備の無給油による運転可能時間は 72時間以

上を目安とする。また、非常用発電設備については、実負荷運転等の災害発生を想定した

実践的な保守・点検整備及び操作訓練を定期的に行う。

④ 非常通信協議会と連携し、非常通信体制の整備、有線無線通信システムの一体的運用等

災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図る。

⑤ 災害に強い伝送路を構築するため、有線系・無線系、地上系・衛星系等による伝送路の

多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図る。特に、耐災害性に優れている衛星系ネッ

トワークは、大規模災害発生時における輻輳の回避に留意しつつ、消防庁、県、市町、消

防本部等を通じた一体的な整備を図る。

⑥ 平常時から災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに、非常通

信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け防災関係機関等との連携による通信訓練を行う。

⑦ 災害時に有効な、携帯電話、業務用移動通信、アマチュア無線等による移動通信系の活
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用体制を整備する。

⑧ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）など、地域衛星通信ネットワークと IP 告知放送端末

を接続すること等により、緊急地震速報等の災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

に努める。

⑨ 衛星携帯電話の整備の推進に努める。

（２）市は、災害時において迅速に被害の状況を把握し、市民に対しても災害情報等を速やかに

伝達するため、防災行政無線等の整備を推進するとともに、有線系や携帯電話も含め、災害

時要援護者にも配慮した多様な手段の整備に努める。

３ 広域防災拠点等

市は、要員待機施設となり得る建物や備蓄倉庫等を備え、災害時には市内外からの災害応急

活動要員の集結、救援物資の集積、救援救助などの広域的な災害応急対策活動の拠点となる施

設を整備する。また、市庁舎の災害対策本部のバックアップ施設として機能する通信施設等を

備えた拠点施設の整備に努める。

４ その他施設等

（１）市及び県は、災害応急対策に必要な各種資機材について、あらかじめ備蓄倉庫を確保して

備蓄する。

（２）道路管理者等、河川管理者等は、被災した道路、河川等の施設の応急復旧を行うため、必

要な資機材を備蓄する。

【参考資料 ６－１ 大川広域消防本部現勢】

【参考資料 ６－２ 消防団現勢】

【参考資料 ６－３ 消防水利の現況】

【参考資料 ６－４ 消防無線通信施設・火災通報施設の現況】

【参考資料 ６－５ 香川県防災資機材保有状況】

【参考資料 ６－６ 香川県防災資機材運用要綱】

【参考資料 ７－１ 東かがわ市防災行政無線通信施設】

【参考資料 ７－２ 東かがわ市サイレン吹鳴装置設置場所一覧】

【参考資料 ７－５ 全国瞬時警報システム（J－ALERT）】

【参考資料 ７－６ 香川県防災情報システム】

【参考資料１４－１ 防災ヘリコプターの運航体制、運航基準、要請方法等】

【参考資料１４－２ 防災ヘリコプター「オリーブⅡ」用飛行場外離着陸場】
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第９節 防災業務体制整備計画

災害時における災害応急対策等の業務が迅速かつ的確に実施できるよう、職員の非常参集体制

の整備、防災関係機関相互及び民間事業者との連携体制の強化、防災中枢機能等の確保、充実等

を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、財務課、県（情報政策課、危機管理課）、防災関係機関

１ 職員の体制

市、県及び防災関係機関は、それぞれの実情に応じて、専門的知見を有する防災担当職員の

確保や育成に努めるとともに、参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、迅速な

安否確認等について検討を行い、職員の非常参集体制の整備を図る。特に、初動期の体制強化

を図るため、初動期の災害応急対策に必要不可欠な職員については、待機宿舎の確保、居住地

の考慮など参集を容易にするための措置を検討するとともに、必要に応じて、災害発生時に講

ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアルを作成し、職員に周知するとと

もに訓練を行い、活動手順、資機材や装備の使用方法等の習熟、他機関等との連携について徹

底を図る。また、市及び防災関係機関は、災害応急対策等に従事する職員の安全の確保に十分

配慮する。

２ 職員の非常参集体制の整備

（１）市及び県は、応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修期間等の研修制度、大学の

防災に関する講座等との連携等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家

等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努める。また、発災

後の円滑な応急対応、復旧・復興のため、退職者の活用や民間の人材の任期付き雇用等の人

材確保方策をあらかじめ整えるよう努める。

３ 防災関係機関相互の連携体制

（１）災害時には防災関係機関相互の連携が重要となるため、各機関において応急活動及び復旧

活動に関し、相互応援の協定を締結するなど平常時から連携を強化しておく。また、機関相

互の応援が円滑に行えるよう、ヘリポート等の救援活動拠点の確保及び活動拠点に係る関係

機関との情報共有に努めるとともに、消防防災ヘリコプター、警察ヘリコプターなど災害時

のヘリコプターの利用について、あらかじめ協議しておく。

（２）市及び県は、市長と知事とのホットラインによる緊急連絡体制を構築する。また、県への

応援要求が迅速に行えるよう、県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取りまとめて

おくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておく。

（３）市は、相互応援協定の締結に当たっては、近隣の地方公共団体や関係機関等に加えて、大

規模な災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体との間の協定

や広域的な連携に関する協定の締結に努めるなど、迅速に被災地域への支援や避難ができる

体制を整備する。

（４）市及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及

び防災関係機関から応援を受けることができるよう、応援計画や受援計画の作成に努める。

（５）市は、近隣市町及び県内市町と締結した消防関係応援協定に基づいて消防相互応援体制の
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整備に努めるとともに、緊急消防援助隊による人命救助活動等の支援体制の整備に努める。

（６）市は大規模な被災により災害対応能力を喪失等した場合、迅速かつ適切な措置のもと県に

支援を要請する。

４ 民間事業者との連携

市は、災害発生時に迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、民間事業者に委託可能

な災害対策に係る業務については、民間事業者との間で協定を締結しておくなど協力体制を構

築し、民間事業者のノウハウや能力等を活用する。また、燃料、発電機、建設機械等の応急・

復旧活動時に有用な資機材、地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、不足が懸

念される場合には、民間事業者との連携に努める。

５ 防災中枢機能等の確保、充実

市、県及び防災関係機関は、それぞれの防災中枢機能を果たす施設、設備の充実、浸水対策

等の強化及び非常用電源や非常用通信手段の整備に努める。また、停電や燃料不足により災害

対応に支障をきたすことがないよう、電気事業者と災害時における電力の優先供給先の調整を

行うほか、非常用電源の運転や公用車車両等に必要な燃料供給等について、あらかじめ協定を

締結するなど、関係業界の協力を得て、調達の確保を図る。

６ 基幹情報システムの機能確保

市は、行政データのバックアップなど自らが管理する情報システムの安全対策を実施する。

また、情報システム基盤（各種情報システムが稼働する基盤となるサーバ、ネットワーク機器、

通信回線等）が被害を受けた場合においても、できるだけ早急に復旧させるため、職員の動員

体制を整備するとともに、あらかじめ具体的な行動計画等を定めておく。

７ 広域防災活動体制の整備

市及び県は、大規模災害時における消防、警察及び自衛隊の応援部隊の活動に必要となる活

動拠点について、関係機関との調整の上、あらかじめ活動拠点候補地としてリスト化し、発災

時の被害状況に応じた、迅速な活動拠点の決定に備える。

８ 複合災害への対応

（１）市及び防災関係機関は、複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影

響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）の発生可能

性を認識し、備えを充実する。

（２）市及び防災関係機関は、災害対応に当たる要員、資機材等について、後発災害の災害発生

が懸念される場合には、先発災害に多くを動員し後発災害に不足が生じるなど、望ましい配

分ができない可能性に留意しつつ、外部からの支援を要請することも含め、要員・資機材の

投入判断を行うことを対応計画に定めるよう努める。

（３）市及び防災関係機関は、様々な複合災害を想定した机上訓練を行い、結果を踏まえて災害

ごとの対応計画の見直しに努める。さらに、地域特性に応じて発生可能性が高い複合災害を

想定し、要員の参集、合同の災害対策本部の立上げ等の実働訓練の実施に努める。
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【参考資料２－ １ 香川県消防相互応援協定（香川県・県内全市町・事務組合）】

【参考資料２－ ２ 香川県防災ヘリコプター応援協定（香川県・県内全市町・事務組合）】

【参考資料２－ ６ 災害時における物資等の輸送に関する協定書（（一社）香川県トラック協会香川支部）】

【参考資料２－ ７ 災害時における応急復旧の実施に関する協定書（東かがわ市設備協会）】

【参考資料２－ ８ 広域消防相互応援協定書（鳴門市及び大川広域行政組合）】

【参考資料２－１１ 災害時における情報交換及び支援に関する協定（四国地方整備局）】

【参考資料２－１２ 災害時の相互応援に関する協定書（香川県・県内全市町）】

【参考資料２－１３ 災害時の応急対策業務に関する協定書（コーベフーズ(株)）】

【参考資料１５－６ 広域応援に係る部隊活動拠点候補地一覧】
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第１０節 保険医療救護体制整備計画

災害時において迅速な医療活動を行い人命の安全を確保するため、救護所の設置、医療救護班

の編成、後方医療機関の選定、医薬品等の確保など医療救護体制の整備を図る。

実施担当及び関係機関：保健課、県（健康福祉総務課、医務国保課、薬務感染症対策課）、

(独)国立病院機構、日本赤十字社香川県支部

１ 初期医療体制の整備

（１）市は、救護所の設置、救護班の編成、出動等に関する体制を整備するとともに、自主防災

組織による軽微な負傷者等に対する応急救護や救護班の活動支援などの自主救護体制の確立

を図る。

（２）関係機関は、市の医療救護を応援、補完するため、災害派遣医療チーム（DMAT）や広域医

療救護班の編成、派遣等の体制を整備するとともに、災害医療コーディネーターも参加する

実践的な訓練等を通じて対応能力の向上に努める。

（３）市は、災害時に上記（１）、（２）が十分効力を発するよう医療救護計画を別に定める。

２ 後方医療体制等の整備

（１）市及び県は、救護所における救護班で対応できない負傷者等を収容するため、後方医療機

関として救護病院や広域救護病院の確保を図る。

【東かがわ市の救護病院】

【大川地区の広域救護病院】

（２）DMAT指定病院・災害拠点病院に指定された医療機関は、県に協力して病院の施設、設備

の充実に努める。

【DMAT 指定病院・災害拠点病院】

No. 施設名 病床数 所在地 電話番号

1
医療法人社団雅友愛会

太田病院
60 東かがわ市三本松1758 0879-25-2673

２ 県立白鳥病院 148 東かがわ市松原 963 0879-25-4154

３
医療法人社団聖心会

阪本病院
108 東かがわ市川東 103-1 0879-25-2673

No. 施設名 病床数 所在地 電話番号

1 さぬき市民病院 179 さぬき市寒川町石田東甲387-1 0879-43-2521

2 県立白鳥病院 148 東かがわ市松原963 0879-25-4154

No. 施設名 病床数 所在地 電話番号

1 さぬき市民病院 179 さぬき市寒川町石田東甲387-1 0879-43-2521
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３ 医薬品等の確保

市は、県と協力して、救護班及び後方医療機関の行う医療活動のため必要な医薬品、医療資

機材、血液等を確保するため、備蓄、調達、供給・連絡等の体制を整備する。市民は、軽度の

傷病については、自分で手当てを行える程度の医薬品等を準備する。

４ ライフラインの確保

市及び県は、医療救護活動に必要な上水道、電力、ガス等のライフラインの停止による医療

機能の大幅な低下に備え、対策を講じるよう努める。

５ 広域的医療体制の整備

市は、被災地の医師、医薬品、医療資機材の不足等の救護需要に対して、他市町又は県外か

ら医療協力を得るため、地域と連携した救護班の派遣調整等を行う体制や人材の確保に努める

など、救護班の受入れ、患者の搬送、連絡体制等について調整、整備する。

６ 保健医療活動の総合調整体制の整備

県は、大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、

整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を遅滞なく行うための体制を整備する。

７ 災害時健康危機管理支援チームの整備

県は、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の構成員の人材育成を図るとともに、資質

の維持向上を図るための継続的な研修・訓練を実施する。

【参考資料２－１４ 災害時における医療救護活動に関する協定書（（一社）大川地区医師会）】

【参考資料２－１５ 災害時における医療救護活動に関する協定書（大川地区歯科医師会）】

【参考資料２－１６ 災害時における医療救護活動に関する協定書（大川地区薬剤師会）】

【参考資料２－２３ 災害時の協力に関する協定書（四国電力）】

【参考資料２－２５ 災害時におけるLPガス等の調達に関する協定書（香川県LPガス協会大川支部）】

【参考資料８－ １ 香川県医療救護計画】

【参考資料８－ ２ 災害時の連絡調整体制】

【参考資料８－ ３ 標準備蓄医薬品等一覧】

【参考資料８－ ４ 災害時用備蓄品薬品等の確保系統図】

【参考資料８－ ５ 災害時の血液の確保系統図】
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第１１節 緊急輸送体制整備計画

人命の救助や生活物資、資機材の輸送等の災害応急対策活動に必要な輸送路の確保のため、緊

急輸送路の指定・整備、道路交通管理体制の整備等を推進する。

実施担当及び関係機関：危機管理課、建設課、県（危機管理課、道路課、港湾課）、警察、四

国地方整備局、高松空港事務所、西日本高速道路(株)

１ 緊急輸送路の指定等

県は関係機関と協議し、災害時の緊急輸送活動のために、事前に緊急輸送路（道路、港湾、

空港等）を指定する。また、市及び県は、県が指定した緊急輸送路の周知に努めるとともに、

それぞれが管理する施設について、災害に対する安全性確保のため必要な整備を行う。さらに、

応急復旧用資機材等を確保し、施設を適切に管理する。

（１）道路

① 第１次輸送確保路線：広域的な輸送に必要な主要幹線道路

② 第２次輸送確保路線：市役所等の主要な防災拠点と接続する幹線道路

③ 第３次輸送確保路線：第１次・第２次輸送確保路線を補完する道路

県が指定した緊急輸送路のうち市内を通る路線は、次のとおりである。

【市内の輸送確保路線】

※防災機能強化港（三本松港）から輸送確保路線への連絡経路は、第１次輸送確保路線と同等

扱いとする。

（２）港湾

① 防災機能強化港（救助、輸送活動等を行う港湾）

② 連絡道路（防災機能強化港と輸送確保路線を結ぶ道路）

県が指定した防災機能強化港は、次のとおりである。

【市内の防災機能強化港】

路 線 名 種 別 区 間

高松自動車道路 第１次輸送確保路線 さぬき市津田町鶴羽～東かがわ市坂元

国道11号 第１次輸送確保路線 東かがわ市～高松市

国道318号 第１次輸送確保路線 市内全線

県道大内白鳥インター線 第１次輸送確保路線 東かがわ市三本松～川東

県道高松長尾大内線 第１次輸送確保路線 高松市春日町～東かがわ市町田

県道白鳥引田線 第１次輸送確保路線 東かがわ市引田

県道三本松停車場線 第２次輸送確保路線 東かがわ市三本松

市道田高田帰来線 第２次輸送確保路線 東かがわ市帰来

市道中央公園伊座線 第２次輸送確保路線 東かがわ市帰来

国道377号 第３次輸送確保路線 東かがわ市西山～三木町奥山

県道白鳥引田線 第３次輸送確保路線 東かがわ市西山～引田

港湾名 種別 管理者 地区名 輸送確保路線への連絡経路

三本松港 地方港湾 香川県 三本松地区
→９号臨港道路→県道津田引田線→
県道三本松港線→国道11号
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（３）空港

救助、輸送活動等を行うため拠点となる空港

２ 物資輸送体制の整備

（１）県は、一次（広域）物資拠点から二次（地域）物資拠点までの物資の輸送体制を整備する。

（２）市は、二次（地域）物資拠点から各指定避難所までの物資の輸送体制を整備する。

３ 道路交通管理体制の整備

（１）道路管理者及び警察は、災害時における広域的な交通管理体制の整備を図るとともに、信

号機、情報板等の道路交通関連施設について、耐震性等の確保と倒壊、破損等に備えた応急

復旧体制の確立を図る。

（２）道路管理者は、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占

用の禁止又は制限を行う。

（３）警察は、交通規制が実施された場合の車両の運転手の義務等について周知を図るとともに

災害時の交通規制を円滑に行うため、警備業者等との間に交通誘導の実施等応急対策業務に

関する協定等を締結しておく。

４ 民間事業者との連携

（１）市及び県は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、運送事業者等と協定を締結するなど体制

の整備を図る。

（２）市及び県は、必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等

の施設を活用するための体制整備を図る。

５ 緊急通行車両等の事前届出制度の運用

（１）警察は、災害時における確認手続きの省力化、効率化を図り、緊急通行車両等の円滑な通

行を確保するため、事前届け出制度の周知を行う。市は、市有車両について、緊急通行車両

等の事前届出を行う。

（２）市及び県は、あらかじめ協定等を締結している民間事業者等に対して当該制度の周知を行

うとともに、自らも当該制度を積極的に利用するなど、その普及を図る。

６ 臨時ヘリポート予定地

県防災ヘリコプター用飛行場外離着陸場は、次のとおりである。

【県防災ヘリコプター用飛行場外離着陸場】

名 称 種別 管理者

高松空港 拠点空港（国管理空港） 高松空港事務所

名 称 場 所 所在地 管理者 連絡先 座 標 特記事項

とらまる公園
とらまる公園

多目的広場

東かがわ市

西村1155番地

東かがわ市

教育委員会

（生涯学習課）

0879-26-

1238

Ｎ 34°14′24″

Ｅ134°18′59″ ※１※２

引田南 引田運動広場
東かがわ市

引田991番地

東かがわ市

教育委員会

（生涯学習課）

0879-26-

1238

Ｎ 34°12′57″

Ｅ134°23′51″ ※２
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特記事項

※１ 全国航空消防防災協議会届出の多数機離着陸可能な場外

※２ 防災対応

【参考資料１１－１ 緊急通行車両の標章及び確認証明書】

【参考資料１１－２ 緊急通行車両事前届出申請要領】

【参考資料１１－３ 緊急輸送路図】

【参考資料１１－４ 防災機能強化港と輸送確保路線との連絡道路図】

【参考資料１４－２ 防災ヘリコプター「オリーブⅡ」用飛行場外離着陸場】

水主 東かがわ市水主
東かがわ市水主

1985番地1～7

長尾文男・

大川自動車㈱

090-8973-

4069

Ｎ 34°12′49″

Ｅ134°17′44″

湊川河川敷 湊川河川敷
東かがわ市湊

1301番地1地先

香川県長尾

土木事務所

0879-52-

2585

Ｎ 34°14′37″

Ｅ134°20′59″

讃岐化学
讃岐化学工業㈱

下段造成地

東かがわ市入野山

2048番地12

讃岐化学工業㈱

白鳥工場

0879-

27-2216

Ｎ 34°12′32″

Ｅ134°17′35″

引田南駐車場
引田運動広場

駐車場

東かがわ市

引田959番地1

東かがわ市

教育委員会

（生涯学習課）

0879-26-

1238

Ｎ 34°12′57″

Ｅ134°23′48″

瀬戸内パーク
佐川アドバンス㈱

瀬戸内パーク

東かがわ市

町田 288番

佐川アドバンス㈱

瀬戸内パーク

0879-23-

0100

Ｎ 34°14′41″

Ｅ134°18′09″
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第１２節 避難体制整備計画

津波による人的被害を軽減する方策は、市民等の避難行動が基本となることから、津波からの

迅速かつ確実な避難を実現するため、また、地震による家屋の倒壊、焼失やライフラインの途絶

等の被害を受けた被災者、延焼拡大やがけ崩れ等の危険の迫った市民等の迅速かつ安全な避難を

実施するため、避難所、避難路の確保、避難勧告基準等の策定を行い、市民に対して周知徹底を

図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、財務課、福祉課、教育委員会、県（危機管理課、教育委

員会）

１ 指定緊急避難場所（津波避難ビル等を含む。）の指定、整備

（１）市は、公園、学校等の公共施設等を対象に、地域の人口、地形、災害に対する安全性及び

想定される地震の諸元に応じ、災害の危険が切迫した緊急時における市民等の安全な避難先

を確保するため、災害の危険がおよばない場所又は施設を、管理者の同意を得た上で、指定

緊急避難場所として指定するとともに施設の開放を行う担当者をあらかじめ定める等、管理

体制を構築しておく。

市は、指定緊急避難場所を指定するに当たり、被災が想定されない安全区域内に立地する

施設等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される津波の水位

以上の高さに避難者の受入部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害発生

時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定する。

また、公園等のオープンスペースについては、津波浸水深以上の高さを有することを基本

とするとともに、やむを得ず、津波による被害のおそれのある場所を避難場所に指定する場

合は、建築物の耐浪化及び非常用発電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物

資の備蓄など防災機能の充実に努める。

（２）市は、津波避難対象地区において、周囲に高台等がない場合は、堅固な高層建物の中・高

層階や人工構造物を避難場所に利用するいわゆる津波避難ビル等の指定整備に努める。なお、

津波避難ビル等に指定する場合には、津波浸水が予測される水位に建築物等への衝突による

津波の水位の上昇を考慮した水位以上の場所に避難場所が配置され、安全な構造である建築

物とするとともに、あらかじめ管理者と協定を締結するなど、いざという時に確実に避難で

きるような体制の構築に努める。

県は、県有施設の津波避難ビル等への指定について協力する。

２ 指定避難所の指定、整備

（１）指定避難所の指定

市は、避難者を収容するため、地域の人口、地形、災害に対する安全性等を考慮して、あ

らかじめ公民館、学校等の公共的施設等をその管理者の同意を得た上で、被災者が避難生活

を送るための指定避難所として指定する。また、既に指定避難所として指定している施設に

ついても、災害に対する安全性を確認し、危険が予想される場合には、施設の補強、指定避

難所の見直し等必要な措置をとる。

また、市は、指定避難所を指定するに当たり、避難者を滞在させるために必要となる適切

な規模を有し、速やかに避難者等を受入れること等が可能な構造又は設備を有する施設であ
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って、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等の輸送が比較的容易な場

所にあるものを指定する。なお、要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、

要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また災害が発生した場合に

おいて要配慮者が、相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者

を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されるもの等を指定する。

また、指定避難所と指定緊急避難場所は相互に兼ねることができる。指定緊急避難場所を

兼ねる指定避難所については、特定の災害では当該施設に避難することが不適当である場合

があることを日頃から住民等へ周知することに努める。

市は、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮し、

避難所となる施設の利用方法等について、事前に教育委員会等と調整を行う。

市は、指定管理施設を指定避難所として指定する場合には、指定管理者との間で事前に避

難所運営に関する役割分担等を定めるよう努める。また、自治会・自主防災組織によって、

あらかじめ自治会館や社寺広場等を一時避難所（集合場所）として取り決めを行い、高齢者、

障がい者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備、

のこぎりやバールなど基本的な防災資機材等の備蓄を備えるよう努める。

（２）指定避難所の整備

市は、貯水槽、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、テレビ・ラジオ等

災害情報の入手に必要な機器のほか、要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備、

テレビ・ラジオ等災害情報の入手に必要な機器等を指定避難所に整備する。また、指定避難

所又はその近傍で、食料、水、常備薬、消毒薬剤、炊出し用具、毛布等避難生活に必要な物

資等の備蓄に努める。

県は、市が行う避難所等に使用する建物の選定について、県有施設の活用等協力し、県有

施設が避難所等又は応急救護所となった場合、当該施設管理者は、その開設に必要な資機材

の搬入、配備について協力する。

３ 避難路の選定

市は、十分な幅員があること、火災の延焼、浸水、がけ崩れ等の危険がないことなどを考慮

して、複数ルートの避難路を選定し、既存の避難用の道路等について必要に応じて補強、補修

等を行い、避難活動が円滑かつ安全に行えるよう努める。

４ 指定緊急避難場所等の明示

市は、指定緊急避難場所等を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災

害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した指定緊急避難場所等であるかを明示

するよう努める。

市及び県は、災害種別一般図記号を使った指定緊急避難場所等の標識の見方に関する周知に

努める。

５ 避難方法・避難誘導

（１）地震・津波発生時には家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・交通事故等が発生するお

それがあることから、地震・津波発生時の避難については、徒歩によることを原則とする。

ただし、津波到達時間、指定避難所までの距離、要配慮者の存在、避難路の状況等を踏まえ
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て、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合は、市は、警察と調整を図りながら、

避難者が自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。

（２）市は、消防団員、警察官、市職員など防災対応や避難誘導に当たる者の危険を回避するた

め、津波到達時間内での防災対応や避難誘導についての行動ルールを定めるよう努める。

また、訓練の実施により、問題点を検証し、必要に応じて行動ルール等の見直しに努める。

６ 避難指示（緊急）基準等の策定

（１）地震・津波発生時に適切な避難が行えるよう、市は、避難勧告又は避難指示（緊急）を

発令する基準及び伝達内容、伝達方法、誘導方法、指定避難所の管理運営方法等を策定し

ておく。特に、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令する基準や伝達内容・方法について

は、国により示されたガイドラインを参考に、必要に応じて見直し等を行う。

県は、市に対し、避難勧告等の発令基準の策定を支援するなど、市の防災体制確保に向

けた支援を行う。

（２）市は、避難勧告又は避難指示（緊急）を発令する際、国又は県に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹

底しておくなど、必要な準備を整えておく。

７ 避難に関する広報

（１）市は、指定緊急避難場所及び指定避難所、避難路、避難方法、避難勧告又は避難指示（緊

急）及び避難準備・高齢者等避難開始の意味合い等について、指定緊急避難場所等の表示

板や誘導用の標識板等の設置、今後予想される津波による浸水域・浸水高等の案内板等の

設置、広報紙や防災マップ等の配布、市のホームページの活用、防災訓練の実施等を通じ

て、市民に周知徹底を図る。

（２）避難に関する情報の伝達方法については、多様な手段を検討し、整備に努める。なお、

避難勧告又は避難指示（緊急）等については、県防災情報システムによるメール配信を伝

達手段の一つとし、市民に対しては事前にメール配信希望の登録をするよう積極的に呼び

かける。

（３）指定避難所において負傷者等の情報を収集し、家族等からの問合せに対する回答が行え

る体制の整備に努める。また、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報

や支援・サービスを容易かつ確実に受渡すことができるよう、被災者の所在地等の情報を

避難元と避難先の市町村が共有する仕組みの円滑な運用・強化に努める。

（４）市及び県は、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震等に関しては、市民が避難の意識を

喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波警報等や避難指示（緊急）

等の伝達体制を整備するよう努める。

８ 避難計画の策定

（１）市は、あらかじめ、自主防災組織と連携して、災害発生現象の態様及び地域の特性に応

じた避難計画を作成し、当該避難計画には、市が行う避難勧告等の発令等の基準、指定避

難所等その他避難のために必要な事項を定める。

（２）市は、津波浸水予想図を基本とし、津波避難対象地区を指定するとともに、当該地区に

ついては、重点的に自主防災組織の結成及び活動促進に努める。
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（３）市は、津波避難対象地区について、県の作成した基本的な基準に基づき、市民、自主防

災組織、消防機関、警察、学校等の多様な主体と連携しながら、具体的なシミュレーショ

ンや訓練の実施などを通じて、具体的かつ実践的な津波避難計画を作成し、市民にあらか

じめ十分周知する。なお、津波避難計画には、津波による浸水想定区域、避難対象地域、

指定緊急避難場所・指定避難所、避難経路、避難指示（緊急）等を行う基準や伝達方法等、

指定避難所の設備、物資、救護措置等、避難に関する注意事項、避難訓練の内容等を定め

る。

（４）市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における指定避難所の運営につい

て、あらかじめ、指定避難所の所有者又は管理者及び自主防災組織と連携して、衛生、プ

ライバシー保護その他の生活環境に配慮した行動基準を作成する。

また、市は、自主防災組織及び関係機関と連携して、上記避難計画及び行動基準を市民に

周知する。

９ 避難所運営マニュアルの作成

市は、関係機関、自主防災組織、防災ボランティア及び避難所運営について知識を有した

外部支援者の協力を得て、指定避難所の運営が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ、

役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助

け合う自治的な組織が主体的に避難所運営に関与する体制へ早期に移行することを基本とす

る、全体的な考え方としての避難所運営マニュアルの作成に努める。

また、マニュアルの作成、訓練等を通じて、避難所の運営管理のために必要な知識等の普

及に努める。この際、市民等への知識等の普及に当たっては、市民等が主体的に避難所を運

営することが望ましいことについて啓発に努める。

10 防災上重要な施設の避難計画

（１）学校、病院その他多数の者を収容する施設及び福祉関係施設管理者は、それぞれの施設、

地域の特性を考慮し、あらかじめ避難計画を作成し関係職員等に周知するとともに、訓練

等を実施するなど、避難について万全を期する。

（２）南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定められた津波浸水区域内の特定事業者は、南

海トラフ地震防災対策計画を策定し、円滑な避難等ができるよう備える。なお、県は特定

事業者の同計画の策定促進を図る。

（３）鉄道事業者、航路事業者又は施設管理者等は船舶、列車等の乗客や駅、港湾ターミナル

に滞在する者の避難誘導計画等を作成する。

11 要配慮者への対応

高齢者、障がい者、その他の要配慮者を適切に避難誘導するため、地域市民、自主防災組

織、民生委員・児童委員、福祉事業者等の協力を得ながら、平常時から、要配慮者に関する

情報を把握のうえ、関係者との共有に努めるとともに、情報伝達体制の整備、避難行動要支

援者の避難支援計画の策定等の避難誘導体制の整備、避難訓練の実施に努める。

市、消防団、自主防災組織は、ハザ－ドマップも活用しつつ、病院、社会福祉施設、保健

福祉センター、近隣ビルの高所等の避難場所（一時的な避難場所を含む。）の活用を促進し、

要援護者の避難行動時間の短縮及び避難支援者への負担軽減を進める。
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また、市は、福祉関係者等の協力も得つつ、避難場所における介護・ケアなどの支援活動

を充実させるため、広域的な派遣体制づくりも含めた人員確保や、障がい者等の要援護者専

用の避難所設置についての検討を進める。

12 帰宅困難者への対応

市及び県は、あらかじめ、災害発生現象のために帰宅することが困難となり、又は移動の

途中で目的地に到達することが困難となった者（以下「帰宅困難者」という。）の発生による

混乱を防止し、安全な帰宅を支援するための対策の推進に努める。

13 児童・生徒等への対応

市は、学校等が保護者との間で、災害発生時における児童・生徒等の保護者への引渡しに

関するルールをあらかじめ定めるよう促す。

市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・

保育所・認定こども園等の施設との連絡・連携体制の構築に努める。

14 土砂災害対策

市は、地域防災計画に基づき、土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の災害時要配慮者

が利用する施設がある場合には、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう、土砂

災害に関する情報等の伝達方法を定めるとともに、必要な事項を市民に周知させるため、こ

れらに事項を記載した印刷物の配布やその他の必要な措置を講じる。

15 孤立地域への対応

市は、孤立の恐れがある集落の実態把握に努め、通信手段の確保、救助救援体制の整備、

自立のための備蓄等の対策を推進する。

16 避難所外の避難者への対応

近年の大規模地震災害では、自動車を利用した「車中泊」や避難所以外の場所でテント生

活を送る人が多く、今後の地震でも多くの被災者が車中泊等を行うことが予想される。

市は、車中泊避難者や、指定避難所以外の自然発生した避難場所など、やむを得ない理由

により指定避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、

保健医療サービスの提供、災害情報の提供その他支援体制の整備に努める。

17 消防機関等の活動

（１）市は、消防機関が津波からの円滑な避難の確保等のために講じる措置について、次の事

項を重点としてその対策を定める。

① 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達

② 津波からの避難誘導

③ 土嚢等による応急浸水対策

④ 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導

⑤ 津波到達予想時間等を考慮した避難ルートの確立

⑥ 救助・救急等
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⑦ 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保

（２）水防管理団体等は、津波からの円滑な避難の確保等のために次のような措置を講じる。

① 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知

② 水門、閘門及び膨脹扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置

③ 水防資機材の点検、整備、配備

18 市が管理又は運営する施設に関する避難対策

（１）市の庁舎、社会教育施設、社会体育施設、美術館、学校等の管理者は、おおむね次の事

項を考慮し、民間事業者等が定める対策計画に準じて津波避難に関する対策を定める。

なお、地震発生時の津波来襲に備えた緊急点検及び巡視の実施が必要な箇所及び実施体

制を定める場合には、職員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮する。

① 各施設に共通する事項

ア 避難情報等の入場者等への伝達

【留意事項】

ａ 来場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得るような

適切な伝達方法を検討すること。

ｂ 避難場所や避難経路、避難対象地区、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝

達するよう事前に検討すること。

イ 入場者等の安全確保のための退避等の措置

ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置

エ 出火防止措置

オ 水、食料等の備蓄

カ 消防用設備の点検、整備

キ 非常用発電装置の整備、防災行政無線（戸別受信機を含む）、テレビ・ラジオ・コ

ンピュータなど情報を入手するための機器の整備

② 個別事項

ア 病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能

又は困難な者の安全確保のための必要な措置

イ 学校等にあっては、市の定める津波避難対象地区にあるときは、避難の安全に関す

る措置

ウ 社会福祉施設にあっては重度障がい者、高齢者等、移動することが不可能又は困難

な者の安全の確保のための必要な措置

なお、施設ごとの具体的な措置内容は施設ごとに別に定める。

（２）災害対策本部がおかれる庁舎等の管理者は、上記（１）に掲げる措置を講じるほか、次

に掲げる措置を講じる。

① 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保

② 無線通信機等通信手段の確保

③ 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保

（３）工事中の建築物その他の工作物又は施設について、津波の襲来に備えて、安全確保上実

施すべき措置についての方針を定める。

この場合において、津波の来襲のおそれがある場合には、原則として工事を中断し、特
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別の必要により津波被害の防止対策を行う場合には、作業員の安全確保のため津波からの

避難に要する時間に配慮する。

19 県による連絡調整等

県は、市が行う避難対策について、全体の状況把握に努め、必要な連絡調整及び指導を行

う。

【参考資料１２－１ 広域避難場所一覧】

【参考資料１２－２ 避難情報発令の判断基準】
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第１３節 食料、飲料水及び生活物資確保計画

住宅の被災等による食料、飲料水及び生活物資の喪失、ライフラインや流通機能の一時的な停

止等が起こった場合、被災者への生活救援物資の迅速な供給を行うため、物資等の備蓄や調達体

制の整備を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、県（危機管理課、健康福祉総務課、経営支援課、農業生

産流通課、水産課）、香川県広域水道企業団、(公社)日本水道協会香川県支部

１ 食料等の確保

（１）市及び県は、食料について、乳アレルギー等の食物アレルギーへの対応や特別な配慮を要

する避難者向けの物資も含め、災害時に提供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係業

界等とあらかじめ協定を締結するなどして、調達の確保を図る。

（２）県は、米穀について、農林水産省の災害救助用米穀の供給制度を活用し、確保する。

（３）市及び県は地震・津波被害想定に基づき、外部支援の時期や孤立が想定される地域の地理

的条件等も踏まえて、食料等の確保目標を設定し、あらかじめ備蓄倉庫を確保して備蓄に努

めるとともに、輸送方法等の輸送体制の整備を図る。その際、燃料不足により支障が生じる

ことのないよう、必要な燃料供給等について、あらかじめ協定を締結するなど、関係業界の

協力を得て調達の確保を図る。

２ 飲料水の確保

（１）水道事業者は、給水関連施設の災害に対する安全性の確保等を推進するとともに、災害時

の応急給水に必要な要員の確保や給水タンク、給水車、浄水器等の給水資機材の整備を図る。

（２）市及び県は、飲料水について、災害時に提供可能な在庫状況の確認を行うとともに、関係

業界等とあらかじめ協定を締結するなどして、調達の確保を図る。

（３）市及び県は、被害を想定し、外部支援の時期や孤立が想定される地域の地理的条件等も踏

まえて、飲料水の確保目標を設定し、あらかじめ備蓄倉庫を確保して備蓄に努めるとともに、

輸送方法等の輸送体制の整備を図る。その際、燃料不足により支障が生じることのないよう

必要な燃料供給等について、あらかじめ協定を締結するなど、関係業界の協力を得て調達の

確保を図る。

３ 生活物資の確保

（１）市及び県は、地震被害想定調査に基づき、外部支援の時期や孤立が想定される地域の地理

的条件等も踏まえて、生活物資等の確保目標を設定し、あらかじめ備蓄倉庫を確保して毛布、

日用品等の備蓄に努めるとともに、輸送方法等の輸送体制の整備を図る。その際、燃料不足

により支障が生じることのないよう必要な燃料供給等について、あらかじめ協定を締結する

など、関係業界の協力を得て調達の確保を図る。

（２）市は、災害時に生活物資が円滑に確保できるよう関係業界等に協力を依頼するとともに、

主要な供給先との供給協定の締結に努める。なお、生活物資の備蓄については、男女のニー

ズの違い等男女双方の視点に配慮する。

４ 市民による備蓄

（１）食料等の備蓄
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市民は、防災の基本である「自らの身は自らで守る」という原則に基づき、最低３日分（で

きれば７日分）の食料及び飲料水（１人１日３リットルを基準とする。）を非常時に持ち出し

ができる状態で備蓄するように努める。また、避難するときに持ち出す最低限の生活用品に

ついても併せて準備しておくよう努める。

（２）市民に対する普及啓発

市は、広報紙、パンフレット等の配布、市のホームページの活用等により、市民に対し、

災害に備えた食料等の備蓄について、普及啓発を行う。

５ 物資の集積拠点の指定

（１）市は、一次（広域）物資拠点等からの緊急物資等の受入れ、一時保管、仕分け及び各指定

避難所への物資輸送等を行うため、公共施設、広場等を二次（地域）物資拠点としてあらか

じめ指定しておく。

（２）県は、他県等からの緊急物資等（医薬品等を含む。）の受入れ、一時保管、仕分け及び二次

（地域）物資拠点への物資輸送等を行うため、一次（広域）物資拠点等をあらかじめ指定し

ておく。なお、一次（広域）物資拠点が利用できない場合等に備え、一次（広域）物資拠点

支援施設をあらかじめ指定しておく。

【香川県一次（広域）物資拠点】

【香川県一次（広域）物資拠点支援施設】

【参考資料 ２－５ 災害時における救援物資提供に関する協定書（四国ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱）】

【参考資料 ２－９ 災害時における物資供給に関する協定書（NPO 法人コメリ災害対策ｾﾝﾀｰ）】

【参考資料１０－１ 生活必需物資等の調達方法】

【参考資料１０－２ 緊急物資の備蓄マニュアル】

【参考資料１０－３ 香川県広域水道企業団の保有する給水機器保有状況】

【参考資料２－２４ 災害時における食糧の供給に関する協定（東かがわ市農業経営者協議会）】

番号 事業者名 施設名 施設の種別 所在地

1 香川県
香川県産業交流センター
（サンメッセ香川）

総合コンベンション施設 香川県高松市林町 2217-1

番号 事業者名 施設名 施設の種別 所在地

1 日本通運(株) 高松ターミナル トラックターミナル 高松市朝日町 6-8-3

2 日本通運(株) 郷東町第 3号倉庫 倉庫 高松市郷東町 792-79

3 四国西濃運輸(株) 三豊支店 トラックターミナル 観音寺市大野原町大野原 3980

4 四国福山通運(株) 大野原営業所 トラックターミナル
観音寺市大野原町大野原
3977-1

5 ヤマト運輸(株) 四国支社 トラックターミナル 綾歌郡宇多津町吉田 4001-39

6 四国名鉄運送(株) 中讃営業所 倉庫 丸亀市飯山町西坂元 472-1

7 (株)フードレック 本社物流センター 倉庫 観音寺市柞田町 2066-1

8 高松臨港倉庫(株) 宇多津センター 倉庫 綾歌郡宇多津町浜 3番丁 32

9 関西陸運(株) 高松物流センター 倉庫 さぬき市昭和 121-20
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第１４節 文教災害予防計画

学校その他の教育機関（以下「学校等」という。）の児童、生徒、教職員等の生命、身体の安全

を図り、学校等の土地、建物その他工作物（以下「文教施設」という。）及び設備を災害から守る

ため、防災体制の整備、訓練の実施、文教施設・設備等の点検、整備等を行うとともに、文化財

の保護対策を推進する。

実施担当及び関係機関：教育委員会、県（文化振興課、総務学事課、教育委員会）

１ 学校等における防災対策

校長等は、災害に備えて、市又は県の指導により、次の措置を講じる。

（１）防災体制の整備

災害時において、迅速かつ適切に対応するため、外部の専門家や保護者等の協力の下、防

災に関する計画やマニュアルの作成に努め、災害に備えた教職員の役割分担の明確化や連携

体制の整備を推進する。また、地震・津波に関する防災体制の整備状況を定期的に確認する。

さらに、指定避難所に指定されている学校等については、市の防災担当部局と連携し、指定

避難所開設時の協力体制の確立に努める。

（２）防災教育の実施

児童・生徒等の安全と家庭への防災意識の普及を図るため、外部の専門家の協力の下、学

校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保な

ど、防災教育の充実に努める。

（３）津波に対する避難経路の確保

津波による浸水が想定される地域においては、近隣の高台や裏山、校舎の上層階など安全

な場所へ速やかに避難できるよう避難経路を選定しておく。

（４）防災上必要な訓練の実施

児童・生徒等及び教職員の防災に対する意識の高揚を図り、災害時に適切な行動がとれる

よう、情報の伝達、避難、誘導等防災上必要な計画を立てるとともに実践的な訓練を行う。

（５）登下校時の安全確保

登下校時の児童・生徒等の安全を確保するため、災害発生時における児童・生徒等の保護

者への引渡しに関するルールをあらかじめ定めるよう努め、安全な通学路や児童・生徒等の

誘導方法、保護者との連携方法等危険回避の方法と併せて、児童・生徒等、保護者、関係機

関等に周知徹底を図る。

（６）学校以外の教育機関の防災対策

災害時において、迅速かつ適切な対応を図るため、災害に備えて職員の任務の分担、連携

等について組織の整備を図るとともに、職員の防災に対する意識の高揚を図り、災害時に適

切な行動がとれるよう、情報の伝達、避難、誘導等防災上必要な計画を立てるとともに実践

的な訓練を行う。

２ 文教施設・設備の点検、整備

市及び県は、文教施設、設備を災害から守るため、定期的に点検を行い、危険箇所又は要補

修箇所の早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。また、被災したときに備えて、施

設、設備の補修、補強等に必要な資機材の整備に努める。
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３ 文化財の保護

市及び県は、文化財の被害の発生及び拡大を防止するため、文化財の適切な保護・管理体制

を確立するとともに、火災報知器、消火栓、耐震性貯水槽、防火壁等の防災施設の整備や耐震

対策を促進する。

【参考資料１５－８ 東かがわ市内の文化財一覧】
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第１５節 ボランティア活動環境整備計画

災害時におけるボランティア活動が円滑かつ効果的に行えるよう、ボランティアの自主性を尊

重しつつ、平常時から関係団体と連携し、ボランティアの登録、支援体制の整備など活動環境の

整備を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、福祉課、社会福祉協議会、県（男女共同参画・県民活動

課、危機管理課、健康福祉総務課）、日本赤十字社香川県支部

１ 協力体制の確立

市及び県は、東かがわ市社会福祉協議会、香川県社会福祉協議会、日本赤十字社香川県支部、

NPO・ボランティア団体等と連携し、平常時から当該団体の活動支援やリーダーの育成を図る

とともに、災害時においてボランティア活動が円滑に行われるよう、連携体制の確立に努める。

２ ボランティア活動の啓発等

市及び県は、関係団体と連携し、ボランティア活動への住民の積極的な参加を呼びかけるた

め、ボランティア活動の情報提供や活動推進のための広報、啓発などに努める。

また、東かがわ市社会福祉協議会、香川県社会福祉協議会、日本赤十字社香川県支部、NPO・

ボランティア等との連携により、災害時のボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボラ

ンティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整

備を推進する。

そのほか、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するよ

うに努め、地域住民や NPO・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・

周知を進めることで、ボランティア活動の環境整備に努める。

３ 防災ボランティアの登録等

日本赤十字社香川県支部において、災害救援のボランティア活動に参加協力する個人及び団

体を赤十字防災ボランティアとして事前登録するとともに、必要な研修、訓練を行う。
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第１６節 要配慮者対策計画

高齢者、障がい者、難病患者、小児慢性特定疾病児童、乳幼児、妊産婦、外国人等の災害時要

援護者に対し、災害時に迅速かつ的確な対応を図るため、年齢、性別、障がいの有無といった要

配慮者の状態に配慮した体制を整備する。

また、防災知識の普及、訓練を実施するに際しても、地域において要配慮者を支援する体制の

整備とともに、被災時の男女のニ－ズの違い等男女双方の視点に十分配慮するように努める。

実施担当及び関係機関：危機管理課、財務課、地域創生課、福祉課、県（国際課、危機管理課、

健康福祉総務課、長寿社会対策課、子ども政策推進局、障害福祉課、観光振興課）

１ 社会福祉施設等入所者等への対策

市及び県は、被災者の救出や受入れの調整が迅速に行えるよう、社会福祉施設等の被害状況

を把握するシステム等を活用した体制の整備に努める。

社会福祉施設等の所有者又は管理者は、関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非

常災害対策に関する具体的計画のを作成するとともに、定期的に避難訓練を実施する。また、

災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示や、災害時の連携協力体制の整備のほか、次の措

置を講じるよう努める。

（１）災害の予防や災害時の迅速、的確な対応のため、あらかじめ災害支援に関する具体的な計

画を作成するとともに、自衛防災組織等を整備し、動員体制、非常招集体制、緊急連絡体制、

避難誘導体制等の整備に努める。また、災害時に協力が得られるよう、平常時から近隣施設、

地域市民、ボランティア団体等と連携を図っておく。

（２）利用者及び従事者等に対して、避難経路及び指定緊急避難場所・指定避難所を周知し、基

本的な防災行動がとれるよう防災教育を行うとともに、利用者の実態に応じた防災訓練を定

期的に実施する。

（３）定期的に施設、設備等を点検し必要な修繕や家具の固定等の対策を行うとともに、施設内

部や周辺のバリアフリー化等に努める。また、災害時に利用者等の生活維持に必要な食料、

飲料水、介護用品等の備蓄を行うほか、予想される災害の種類に応じた防災資機材や非常用

自家発電機等の整備に努める。

（４）災害時の入所者等の安全の確保を図るため、施設の倒壊等による入所者等の他施設への移

送、収容などについての施設相互間の応援協力体制や市、県、関係機関、地域住民等との連

携協力体制の整備に努める。

２ 在宅の要配慮者の対策

（１）市は、市内に居住する要介護高齢者や障がい者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は

発生するおそれがあるときに自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避

難の確保を図るため、特に支援を要するもの（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に

努め、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から守るため、円滑かつ迅速に避難できるた

めの支援体制を整えておくため、避難行動要支援者避難支援計画を策定する。

（２）避難行動要支援者の避難を支援する避難支援等関係者は次のとおりとする。

① 東かがわ警察署

② 大川広域消防本部
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③ 東かがわ市消防団

④ 民生委員・児童委員

⑤ 東かがわ市社会福祉協議会

⑥ 避難行動要支援者が居住する地域の自主防災組織

⑦ 避難行動要支援者が居住している地域で当該避難行動要支援者に対する避難支援に必要

と市長が認めた者

（３）市は、避難行動要支援者の避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身

体を災害から守るために必要な措置を実施するための基礎とする避難行動要支援者名簿を作

成する。なお、作成した名簿については、地域における避難行動要支援の居住状況や避難支

援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に整備、更新するとともに、

庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の

適切な管理に努める。

（４）市が作成する避難行動要支援者名簿に掲載する避難行動要支援者の範囲は次のとおりとす

る。

① 介護保険における要介護認定を受けており、要介護３～５の者

② 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が１級又は２級（総合等級）の第１

種の者（ただし、心臓機能障がい又はじん臓機能障がいのみで該当する者を除く。）

③ 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が○A又はA判定の者

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が１級の者

⑤ 生活支援を受けている難病患者

⑥ 前各号に準じる状態にあり、災害時の支援が必要と認められる者

（５）市は、避難行動要支援者名簿の作成に当たり、避難行動要支援者に該当するものを把握す

るため、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 49条の 10第３項の規定に基づき、

市の関係部局で把握している要介護高齢者や障がい者等の状況を集約し、要介護状態区分や

障がい種別、支援区分などを把握する。

また、避難行動要支援者名簿の作成のため、市で把握していない情報の取得が必要と認め

られるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、情報提供を求めることができる。

（６）市が作成する避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次の事項を記載する。

① 氏名

② 生年月日

③ 性別

④ 住所又は居所

⑤ 電話番号などの連絡先

⑥ 避難支援等を必要とする事由

⑦ 上記に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

（７）避難行動要支援者の状況は常に変化し得ることから、市は、避難行動要支援者の状況の変

化の把握に努め、名簿を更新し、名簿情報を最新の状態に保つため次の措置を講じる。

① 新たに市に転入してきた要介護高齢者、障がい者等や新たに要介護認定や障がい認定を

受けた者のうち、避難行動要支援者に該当する者を速やかに避難行動要支援者名簿に追加

する。

② 転居や死亡等により、避難行動要支援者の移動が住民登録の変更等により確認された場
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合や避難行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所をしたことを把握した場合は、速

やかに避難行動要支援者名簿から削除する。

（８）市は、災害時の円滑かつ迅速な避難支援などを実施するため、避難行動要支援者名簿を平

常時から避難支援等関係者に提供し、名簿情報を共有する。

ただし、避難支援等関係者に提供する場合は、避難行動要援護者からの同意があった場合

のみとする。なお、避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先、要

介護状態区分や障がい支援区分等の避難支援を必要とする理由等、秘匿性の高い個人情報も

含まれるため、避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する避難支援等関係

者に限り提供する。

（９）市は、大規模な災害等によって市の機能が著しく低下することも考慮し、避難行動要支援

者名簿を電子媒体での管理に加え、紙媒体でも保管する。また、名簿情報を適正に管理する

ため、機密性に応じた情報の取得方法等を定めて各種の法令等を遵守し、適正な情報管理を

行う。

（10）避難行動要支援者名簿情報を事前に提供された避難支援等関係者は、災害対策基本法の規

定により、避難支援等関係者本人に守秘義務が課せられていることを十分に理解し、避難行

動要支援者に関する情報が無用に共有、利用されないようにしなければならない。なお、避

難支援等関係者は、事前に提供された避難行動要支援者名簿の情報を施錠可能な場所に保管

し、必要以上の複製をしてはならない。

（11）市は、避難支援等関係者の安全を確保するため、避難行動要支援者や避難支援関係者等を

含めた地域全体での協議で取り決めた避難誘導や避難方法の計画を策定し、周知する。

（12）市は、事前に提供した避難行動要支援者名簿を活用し、避難支援等関係者と連携した避難

訓練を実施するなど災害時に迅速な対応ができる体制の整備に努める。

（13） 市は、防災担当部局と福祉担当部局の連携の下、地域包括支援センターにハザードマップ

の掲示や避難訓練のお知らせ等の防災関連パンフレット等を設置する。また、市は、高齢者

の避難行動の理解促進に向けて、平常時から地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携

を図る。

（14）市は、社会福祉施設等の管理者等の協議により、指定避難所内の一般避難スペースでは生

活することが困難な障がい者等の要配慮者が相談や介助等の必要な生活支援が受けられるな

ど、安心して生活ができる体制を整備した福祉避難所の指定及び福祉避難所の設置・運営マ

ニュアルの作成に努める。

（15）市は、平坦で幅員の広い避難路、車イスも利用できる指定避難所、大きな字で見やすい標

識板等の設置など高齢者や障がい者等の要配慮者に配慮した防災基盤整備に努める。

３ 外国人の対策

（１）市は、外国人に対して、災害時に円滑な支援ができるよう、外国人の人数や所在の把握に

努めるとともに、指定避難所等の標示板等に外国語を併記するよう努める。

（２）市は県と協力して、外国語による防災に関するパンフレット等を作成、配布し、防災知識

の普及、啓発に努める。

（３）市は、災害時にも外国人が円滑にコミュニケーションが図れるよう、外国語通訳や翻訳ボ

ランティアなどの確保に努める。
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４ 旅行者等の対策

市は、旅行者等土地に不慣れな者が、災害時に円滑な避難行動がとれるよう、関係機関等と

連携し、体制の整備に努める。

５ 避難行動要支援者からの情報提供

高齢者、障がい者等で避難に支援が必要となる者は、市、自主防災組織等に、あらかじめ安

否確認や避難等の際に必要な自らの情報を提供するよう努める。

【参考資料２－１７ 災害時の福祉避難所の設置運営に係る協力に関する（（福）香東園）】

【参考資料２－１８ 災害時の福祉避難所の設置運営に係る協力に関する協定書（（福）三本松福祉会）】

【参考資料２－１９ 災害時の福祉避難所の設置運営に係る協力に関する協定書（（福）恵愛福祉事業団）】

【参考資料２－２０ 災害時の福祉避難所の設置運営に係る協力に関する協定書（（福）祐正福祉会）】

【参考資料２－２１ 災害時の福祉避難所の設置運営に係る協力に関する協定書（（福）瑞祥会）】

【参考資料３－１３ 湊川浸水想定区域内の災害時要配慮者施設一覧】
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第１７節 防災訓練実施計画

災害対策活動の習熟、防災関係機関の連携強化、市民の防災意識の高揚等を図るため、災害時

の状況を想定した具体的かつ効果的な各種訓練を定期的、継続的に実施するとともに、訓練後に

は、評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。津波災害を想定した訓

練の実施に当たっては、最も早い津波の到達予想時間や最大クラスの津波の高さを踏まえた具体

的かつ実践的な訓練を行うよう努める。

実施担当及び関係機関：危機管理課、消防団、自主防災組織、県（危機管理課、河川砂防課）、

防災関係機関

１ 防災訓練の実施

（１）市、県及び防災関係機関は、南海トラフ地震を想定して防災訓練を、少なくとも年 1回以

上実施する。また、防災訓練は、地震発生から津波来襲までの円滑な津波避難のための災害

応急対策を含める。

なお、訓練を行うに当たっては、訓練の目的を具体的に設定した上で、地震及び被害の想

定を明らかにするとともに、あらかじめ設定した訓練効果が得られるように訓練参加者、使

用する器材及び実施時間等の訓練環境などについて具体的な設定を行うなど実践的なものと

なるよう工夫し、毎年その訓練内容を充実するよう努める。

（２）県は、市町が実施する自主防災組織等の参加を得て行う訓練等に対して、必要な助言と指

導を行う。

２ 総合訓練

市及び県は、大規模な震災を想定して、防災関係機関、ライフライン事業者、市民、自主防

災組織その他関係団体等多様な主体の協力を得て、その緊密な連携の下に、次に掲げる個別訓

練等を組合わせた総合的な訓練を行う。

（１）情報の収集・伝達、災害広報、偵察、警戒区域の設定

（２）水防、消防、救出・救助

（３）避難誘導、指定避難所・救護所設置運営、応急医療、炊出し

（４）ライフライン応急復旧、道路啓開

（５）交通規制

（６）救援物資及び緊急物資輸送

（７）緊急地震速報への対応

３ 災害対策本部設置運営訓練

市及び県は、災害時において災害対策本部の運営を適切に行うため、本部の設置、職員の動

員配備、情報収集、本部会議の開催等の訓練を行う。なお、災害時において、意見聴取・連絡

調整等のため、災害対策本部に防災関係機関の出席を求めることも想定し、防災関係機関と連

携した訓練の実施に努める。

４ 図上訓練

市及び県は、災害発生時に起こり得る様々な状況を想定し、それに対して情報収集・分析、



地震・津波２－44

伝達、決定等の対応を実施する図上訓練を行う。

５ 避難救助訓練

訓練実施に当たっては、要配慮者への支援体制を考慮する。

（１）市及び県は、災害時において避難活動や救助活動等を円滑に実施するため、水防、消防等

の訓練と併せて、避難誘導、指定避難所開設、人命救助、救護所開設等の訓練を行う。

（２）市は、土石流危険渓流等土砂災害危険箇所において、自主防災組織や地域市民の協力を得

ながら避難体制の整備を図るとともに避難訓練を行う。

（３）学校、病院、複合ビル等多人数を収容する特殊建築物の管理者は、収容者等の人命保護の

ため特に避難について、その施設の整備を図り、訓練を行う。

６ 非常通信連絡訓練

市、県及び防災関係機関は、災害時における通信の円滑化を図るため、非常通信協議会等の

協力を得て、各種災害を想定し、感度交換、模擬非常通報等の訓練を行う。

７ 非常招集訓練

市、県及び防災関係機関は、災害時において短時間に非常配備体制が確立できるよう、各種

災害を想定し、勤務時間外における職員等の参集訓練を行う。

８ 自主防災組織等における訓練

市民の防災行動力の強化、防災意識の向上、組織活動の習熟、防災関係機関等との連携を図

るため、自主防災組織等は、市及び消防機関の指導の下に、地域の事業所とも協調して、初期

消火、応急救護、避難、避難行動要支援者の安全確認・避難誘導、指定避難所運営等の訓練を

行う。

なお、津波災害を想定した訓練の実施に当たっては、最大クラスの津波やその到達時間を踏

まえた具体的かつ実践的な訓練を行うよう努めるとともに、迅速かつ想定にとらわれずその場

で出来る最善を尽くすという内容とする。また、市は、地域の自主防災活動の活性化を図るた

め、自主防災組織が連携した広域的な訓練を推進するとともに、これらの訓練に対する支援に

努める。

９ 広域的な防災訓練

市及び県は、大規模な震災を想定して、防災関係機関、ライフライン事業者、住民、自主防

災組織その他関係団体等多様な主体の協力を得て、その緊密な連携の下に、次に掲げる個別訓

練等を組合わせた総合的な訓練を行う。
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第１８節 防災知識等普及計画

災害時における被害の拡大の防止、災害応急対策の効果的な実施等を図るため、職員に対して

計画的かつ継続的な防災研修を行うとともに、市民に対しても防災知識等の普及に努める。また、

市民に対する防災知識等の普及に当たっては、公民館等の社会教育施設を活用するなど地域コミ

ュニティにおける多様な主体を意識した防災に関する教育の普及推進を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、財務課、教育委員会、大川広域消防本部、東かがわ市社

会福祉協議会、県（総務学事課、危機管理課、経営支援課、河川砂防課、教育委員会）、防災関

係機関

１ 防災思想の普及

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり、市民はその自覚を持ち、食料、飲料水

等の備蓄など、平常時から災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自らの身の安全

を守るよう行動することが重要である。また、災害時には、近隣の負傷者、高齢者・障がい者

等の要配慮者を助けること、指定避難所等で自ら活動すること、あるいは市、県等が行ってい

る防災活動に協力することなどが求められる。

このため、市及び県は、教育機関、民間団体等との密接な連携のもと防災に関する冊子等の

配布や周知、有識者による研修や講演会、実地研修の開催等により防災教育を推進するなど、

自主防災思想の普及、徹底を図る。

２ 職員に対する防災研修

市、県及び防災関係機関は、災害時における適正な判断力等を養成し、災害応急対策の円滑な

実施を図るため、また職場内における防災体制を確立するため、防災訓練の実施、防災講演会・

講習会の開催、見学・現地調査の実施、防災活動手引書の配布等あらゆる機会を活用して、職

員に対して必要な防災研修を行い、その内容は少なくとも次の事項を含む。

（１）災害に関する基礎知識、地域防災計画等の概要

（２）南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

（３）災害が予想される、又は発生した時に、職員がとるべき具体的行動に関する知識及び果た

すべき役割（動員体制、任務分担等）

（４）地震・津波に関する一般的な知識

（５）地震・津波防災対策として現在講じられている対策に関する知識

（６）今後地震・津波対策として取組む必要のある課題

（７）その他災害対策上必要な事項

３ 市民に対する普及啓発

（１）市及び県は、「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき

避難行動等についての市民の理解を促進するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があ

ることを前提とし、市民主体の取組みを支援・強化することにより、社会全体としての防災

意識の向上を図る

（２）市及び県は、津波によって浸水が予想される地域について事前に把握し、浸水予測図、津

波ハザードマップ等を作成し、市民等に対して周知を図る。また、津波による人的被害を軽
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減するためには、市民等の避難が基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指示（緊急）

等の意味と内容を広く啓発し、津波を想定した防災訓練を行うなど、適切な避難活動につな

げられるよう努める。

（３）市及び県は、市民の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、自

然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、防災に関する様々

な動向や各種データを分かりやすく発信する。また、広報誌、パンフレット等の配布、ラジ

オ・テレビ・新聞等マスメディアの活用等の方法により、災害時等において市民が的確な判

断に基づき行動できるよう、災害に関する正しい知識や防災対応について普及啓発を図るほ

か、平常時から各種ハザードマップを活用した地域における災害リスクの確認を促進するよ

う周知に努める。さらに、体験学習を通して防災意識の普及啓発を図るため、体験型啓発施

設等を積極的に活用する。なお、普及啓発に当たっては、地域の実態に応じて地域単位、職

場単位等で行い、その内容は少なくとも次の事項を含み、県民防災週間（7月 15日から 7月

21日）、防災週間、火災予防週間等の防災関連行事実施時期を中心に行う。

① 地域防災計画等の概要、自主防災組織の意義

② 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

③ 地震・津波に関する一般的な知識

④ 地震・津波が発生した場合における出火防止、近隣の人々と協力して行う救助活動、初

期消火及び自動車運行の自粛等防災上とるべき行動に関する知識

⑤ 正確な情報入手の方法

⑥ 特別警報・警報・注意報の意味や内容、発表時にとるべき行動

⑦ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

⑧ 津波浸水想定区域、がけ地崩壊危険地域等に関する知識

⑨ 避難勧告・指示（緊急）の意味や内容、発令時にとるべき行動

⑩ 各地域における指定緊急避難場所・指定避難所及び避難路に関する知識

⑪ 避難生活に関する知識

⑫ 平素市民が実施し得る応急手当、出火防止、ブロック塀の倒壊防止等の対策の内容

⑬ 最低３日分（できれば７日分以上）程度の食料、飲料水の備蓄、非常持出品（救急箱、

懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備

⑭ 家具等の転倒防止対策等家庭での予防・安全対策

⑮ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え

⑯ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼育についての準備

⑰ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中など）で災害時にとるべき行動

⑱ 災害時における家族内の連絡体制の確保、災害時の家族等の安否確認のためのシステム

（災害伝言ダイヤル（171）や災害用伝言板サービス等）の活用

⑲ 緊急地震速報を受けた際の適切な対応行動

⑳ 住居の耐震診断と必要な耐震改修

【避難行動に関すること】

① 強い地震（震度４以上）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした

揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れ、高台等の安全な場所に避難すること。

② 避難に当たっては徒歩によることを原則とすること。

③ 自ら率先して避難行動を取ることが他の市民の避難を促すこと。
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④ 地震による揺れを感じにくい場合でも、大津波警報を見聞きしたら速やかに避難するこ

と。

⑤ 標高の低い場所や沿岸部にいる場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警報で

も避難する必要があること。

⑥ 海岸保全施設等よりも海側にいる人は、津波注意報でも避難する必要があること。

⑦ 津波は繰返し襲ってくるので、大津波警報、津波警報、津波注意報が解除されるまで高

台等の安全な場所に留まり、沿岸部には近づかないこと。

【津波の特性に関すること】

① 津波の第一波は引き波だけではなく、押し波から始まることもあること、第二波、第三

波などの後続波の方が大きくなる可能性や数時間から場合によっては一日以上にわたり継

続する可能性があること。

② 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震

に伴う津波があること。

【津波に関する想定・予測の不確実性】

① 地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること。

② 特に地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定の限界があること。

③ 浸水想定区域外でも浸水する可能性があること。

④ 指定緊急避難場所の孤立や指定緊急避難場所自体の被災もあり得ること。

４ 学校における防災教育

（１）児童・生徒等に対する防災教育

各教科、道徳や総合的な学習の時間、特別活動など、学校の教育活動全体を通じて、災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合において自らの安全を確保するとともに、進んで

他の人々や集団、地域の安全に役立つことができるように、学校における日常の安全対策や

災害時の危機管理などを盛り込んだ防災に関する手引等を用い、災害の基本的な知識や災害

時の適切な行動等について教育を行う。また、地域の自主防災組織が実施する訓練等への参

加に努めるなど、地域と一体となった取組みを推進する。

特に、避難や災害時における危険の回避及び安全な行動の仕方については、児童・生徒等

の発達段階や学校の立地条件、地域の特性等に応じた教育が大切である。

（２）教職員に対する防災教育

学校における日常の安全対策や災害時の危機管理などを盛り込んだ防災に関する手引き等

を用い、災害時に教職員のとるべき行動とその意義、児童・生徒等に対する指導、負傷者の

応急手当、災害時に特に留意する事項等に関する研修を行うとともに、その内容の周知徹底

を図る。

５ 自動車運転者等に対する啓発

警察は、運転免許更新時の講習、自動車教習所における教習等の機会を通じ、災害時に自動

車運転者がとるべき行動等に関する知識の啓発に努める。

６ 防災上重要な施設の管理者等に対する啓発

市は、危険物を有する施設、病院、ホテル・旅館、大規模小売店舗等の防災上重要な施設の
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管理者等に対して、災害に関する知識の普及や防災教育の実施に努める。

７ 企業防災の促進

企業は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域

貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに

応じた、リスクコントロールとリスクファイナンスの組合わせによるリスクマネジメントの実

施に努める。具体的には、各企業において災害時に重要業務を継続するための事業継続計画

（BCP）を策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・

耐浪化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策

定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応、取引先

とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組みを継続的に実施するなど事業継続マネジ

メント（BCM）の取組みを通じて、防災活動の推進に努める。特に、食料、飲料水、生活必需

品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従事する企業等は、市が実施

する企業との協定の締結や防災訓練の実施等防災施策の実施に協力するよう努める。

中小企業・小規模事業者は、上記の取組みが困難な場合、防災・減災対策の第一歩として、

自然災害等による自社の災害リスクを認識し、事業活動の継続に向けた事前対策を盛込む事業

継続力強化計画を作成し、事業活動への影響を軽減するよう努める。

市及び県、各業界の民間団体は、広報誌、パンフレット等の配布、ラジオ・テレビ・新聞等

マスメディアの活用、防災に関する講演会等の方法により、災害時等において企業が的確な判

断に基づき行動できるよう、災害に関する正しい知識や防災対応について普及啓発を図り、来

客者、従業員等の安全の確保、業務を継続するための取組みに資する情報提供等を進めるとと

もに、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図る。

市及び商工会は、共同で事業継続力強化支援計画を策定し、中小企業・小規模事業者におけ

る防災・減災対策の普及に努める。

また、市及び県は、企業の防災に係る取組みの積極的評価等により、企業の防災力向上の促

進が図られるよう施策を検討する。

企業は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防

止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。

８ 災害情報の提供等

市及び県は、災害状況を記録し公表する。

市は、地形、地質、過去の災害記録、予測される被害その他の災害に関する情報を市民に提

供する。また、災害予測を示した地図を作成し、市民に周知する。

９ 災害教訓の伝承

市民は自ら災害教訓の伝承に努める。

市及び県は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、災害

教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大災害に関する調査分析結果や各種資料を広く

収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の

方法により公開に努め、市民が災害教訓を伝承する取組みを支援する。
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第１９節 自主防災組織育成計画

災害時における被害の拡大の防止又は軽減を図るためには、市民の自主的な防災活動が極めて

重要となることから、市民、事業所等による自主防災組織の育成や活動の活性化、消防団の活性

化などに努めるとともに、事業所においては、自衛消防組織の充実強化等に取組む。また、一定

の地区内の市民及び事業者は、必要に応じて、地区防災計画を作成することなどにより、地区の

防災活動を推進する。これらを通じて、地域の防災体制の充実を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、消防団、自主防災組織、県（危機管理課）

１ 市民の自主防災組織

（１）災害時においては行政や防災関係機関のみならず、市民が組織する自主防災組織による出

火防止、初期消火、被災者の救出・救護活動等が非常に重要である。

① 市民は、地域における防災対策を円滑に行うため、自主防災組織を結成し、その活動に

積極的に参加するよう努める。

② 市は、県の支援を受け、市民に対して積極的に指導助言を行い、自主防災組織の育成を

推進するとともに、自主防災組織による様々な地域活動団体との連携強化、実践的で多様

な世代が参加できる防災訓練の充実、必要な資機材等の整備促進に必要な助成や自主防災

組織のリーダーの研修に努める。また、消防団と自主防災組織との連携を通じて地域コミ

ュニティの防災体制の充実を図る。

（２）自主防災組織の編成は、次により行う。

① 地理的状況、生活環境からみて、市民の日常生活上の範囲として一体性を有する規模を

念頭に、地域の実情に応じ、既存の町内会、自治会や小学校区などを活用して編成する。

② 防災に関する多様な視点からの意見取入等のため、女性や多様な世代の参加を求める。

また、看護師など地域内の専門家や経験者の参加も求める。

③ 津波浸水想定の区域内にある地区や土砂災害危険地域等災害危険度の高い地区は、特に

重点を置き組織化を推進する。

（３）自主防災組織の主な活動内容は、次のとおりである。

自主防災組織は、防災対策に取組むに当たっては、市、事業者、公共的団体その他関係団

体と連携するよう努める。

－平常時の活動－

① 平常時の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及

② 災害が発生する危険性が高い場所及びその場所の危険度の確認

③ 災害発生現象の態様に応じた指定緊急避難場所・指定避難所等、避難の経路及び方法等

の確認

④ 避難勧告等の発表等の基準、災害対応における市との役割分担等についての市との協議

⑤ 災害予測地図（ハザードマップ）等の作成及び地図の内容の市民への周知

⑥ 地域の避難行動要支援者の安否確認、避難誘導、避難支援等の体制を整備

⑦ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に市民がとるべき行動について、災害発

生時、避難途中、指定緊急避難場所・指定避難所等における行動基準の作成及び周知

⑧ 市民の防災意識の啓発及び高揚並びに地域防災力の向上を図るための研修等の実施

⑨ 初期消火、情報収集・伝達、救出・救護、避難等の防災訓練の実施
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⑩ 初期消火用資機材等の防災資機材及び応急手当用医薬品の整備点検

⑪ 食料、飲料水、生活必需品等の備蓄

⑫ 地域における高齢者、障がい者等の避難行動要支援者の把握

－災害時の活動－

① 出火防止、初期消火の実施、正確な情報の収集・伝達

② 集団避難の実施、高齢者や障がい者等の避難行動要支援者の安否確認、避難誘導、避難

支援等

③ 救出・救護、炊出し等の実施、救援物資の分配、避難所の運営に対する協力等

２ 企業等の自衛消防組織等

企業等は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域に災害が拡大することのないよう

的確な防災活動を実施するため、消防設備や防災設備等を整備充実するとともに、自衛消防組

織等を充実強化する。また、来客者、従業員等の安全を確保し、及び業務を継続するため、あ

らかじめ、防災対策の責任者及び災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に従業員がと

るべき行動等を定めるとともに、従業員に対して研修等を行うよう努める。

企業等は、市及び県が実施する防災対策の推進に協力するとともに、所有し、又は管理する

施設を避難場所等として使用することその他の防災対策について、市民及び自主防災組織に積

極的に協力するよう努める。

災害時には、関係地域の自主防災組織と連携を図りながら、事業所及び地域の安全確保に努

める。

３ 消防団の活性化

消防団は、消火活動のみならず多数の動員を必要とする大規模災害時の救助救出活動、避難

誘導等、防災活動に大きな役割が期待されていることから、市は、装備の充実、女性の入団促

進を含めた団員の確保対策、知識技術の向上対策等を推進し、消防団の強化、活性化を図る。

４ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進

市内の一定の地区内の市民及び当該地区に事業所を有する企業は、当該地区における防災力

の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構

築等自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な

防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として防災会議に提案するなど、

市と連携して防災活動を行う。

【参考資料 ６－２ 消防団現勢】

【参考資料１５－７ 自主防災組織の現況】

【参考資料 １－５ 東かがわ市防災倉庫設置事業費補助金交付要綱】

【参考資料 １－６ 東かがわ市民間住宅耐震対策支援事業費補助金交付要綱】

【参考資料 １－７ 東かがわ市集会所整備事業費補助金交付要綱】

【参考資料 １－８ 東かがわ市集会所耐震診断事業費補助金交付要綱】
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第２０節 被災動物の救護体制整備計画

災害時に動物を原因とする混乱や動物由来感染症等の危害の防止を図るため、飼い主が、飼っ

ている動物とともに安全に避難ができ、指定避難所等での動物の適正な飼養管理や、保護収容、

治療等が的確（スムーズ）に実施できるよう、平常時から県や（公社）香川県獣医師会、動物愛

護団体等と連携、協力体制を確立し、飼い主への支援及び被災動物の救護体制を整備する。

実施担当及び関係機関：環境衛生課、県（生活衛生課、保健所、畜産課）、中国四国地方環境

事務所、（公社）香川県獣医師会、動物愛護団体等

１ 被災動物避難対策（飼い主の役割）

動物の飼い主は、日頃からその動物の生理、習性等を理解し、動物を飼っていない避難者へ

も配慮して、指定避難所へ適切な避難ができるよう、しつけやワクチンの接種をするとともに、

動物用避難用品（ケージ等）を準備するよう努める。また、不必要な繁殖を防止するため、不

妊・去勢手術を実施しておくよう努める。また、災害時に逸走した動物を所有者である飼い主

のもとに返すことができるよう、飼い主は、飼養する動物に名札やマイクロチップなどで所有

者明示（個体識別）を実施するよう努める。

２ 特定動物対策

特定動物（危険な動物）の飼い主は、日頃から災害発生時も想定した当該動物の脱出を防止

するため、施設や捕獲器具の点検、万一脱出した場合の関係機関へ通報体制を確認するなど、

当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるよう

努める。

県は、特定動物の飼い主に対して、災害発生時の対応を含めた危害防止対策について、必要

に応じて監視・指導を実施し、災害時には特定動物に関する情報の収集や発信ができるよう、

関係機関等と連携体制の構築を図る。

３ 指定避難所における動物の適正飼養対策

県は、避難所等に同行避難した動物について、動物愛護や動物由来感染症予防等の観点から

適正飼養できるルールを定めるよう、動物の飼い主や、避難所設置する市に対して支援を行う。

市は、指定避難所での混乱を避けるため、あらかじめ動物との同行避難者を受入れられる施

設を選定、市民への周知、指定避難所設置主体と選定した指定避難所での受入れや飼養管理方

法等の体制整備に努めるとともに、動物との同行避難訓練を実施するよう努める。

４ 被災動物救護活動

県は、（公社）香川県獣医師会、関係機関及び動物愛護団体等と協力して、被災動物の救護活

動体制を整備し、災害時にはそれぞれが役割分担して救護活動できるよう協力、支援する。

また、市は、平常時から県と連携して、市民への被災動物救護活動に関する情報収集及び情

報提供体制を整備する。
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第２１節 帰宅困難者対策計画

通勤・通学、出張、買い物、旅行等で移動している者が、大規模地震発生時等に、公共交通機

関の運行停止や道路の交通規制により、帰宅することが困難となり、又は移動の途中で目的地に

到達することが困難となることが予測される。帰宅困難者の発生による混乱を防止し、安全な帰

宅を支援するための対策の推進を図る。

実施担当及び関係機関：危機管理課、地域創生課、県（危機管理課、観光振興課）

１ 市民への啓発

市及び県は、市民に対して、「災害発生時にはむやみに行動を開始しない」という基本原則の

周知徹底を図るとともに、徒歩帰宅に必要な装備、家族との連絡手段の確保、徒歩帰宅路の確

認等について、必要な啓発を図る。

２ 企業等への啓発

市及び県は、企業等に対して、一斉帰宅による混乱発生を防止するため、発災後、従業員や

顧客等を一定期間滞在させることの重要性や、そのための食料・水・毛布等の備蓄の推進等に

ついて、必要な啓発を図る。

３ 指定避難所等の提供

市は、指定避難所に帰宅困難者が来訪した場合の対応方法をあらかじめ定めておくなど、指

定避難所の運営体制の整備に努める。特に主要駅・港湾のターミナル等の周辺地域においては、

多くの帰宅困難者の発生が見込まれることから、既に指定している指定避難所のほか、帰宅困

難者が一時的に滞在できる施設の確保を検討する。

なお、滞在できる施設の確保に当たっては、男女のニーズの違いや要配慮者の多様なニーズ

に配慮する。

４ 情報提供体制の整備

市及び県は、公共交通機関の運行状況や道路の復旧情報など帰宅するために必要な情報を、

インターネット、指定避難所・防災拠点施設等における張り紙や、報道機関による広報など、

多様な手段により、迅速に提供できる体制を整備する。

５ 安否確認の支援

市及び県は、災害時の家族・親戚等の安否確認のためのシステム（災害伝言ダイヤル（171）

や災害用伝言板サービス等）の効果的な活用が図られるよう普及・啓発を図る。

６ 災害時の徒歩帰宅者に対する支援

市及び県は、コンビニエンスストア等を展開する法人等との間で、災害時の徒歩帰宅者への

水道水やトイレの提供などを内容とした協定を締結するなど、徒歩帰宅者を支援する体制を整

備する。
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７ 帰宅困難となる観光客等への対策

（１）市及び県は、現地の地理に不案内な観光客等（訪日外国人旅行者を含む。）に対して、パン

フレットやチラシ、避難誘導標識などにより、避難対象地域、指定避難所等についての広報

を行うよう努める。

（２）市は、特に観光地では、地理に不案内な帰宅困難者が発生することが見込まれるため、観

光客等の安全な場所への避難誘導方法や公共交通機関の運行状況等の情報を迅速に提供する

手段などをあらかじめ定め、災害時における観光客等への帰宅支援が円滑に実施できるよう

体制整備を図る。また、既に指定している指定避難所のほか、帰宅困難者が一時的に滞在で

きる施設の確保を検討する。

県は、市の上記施策の実施を支援する。

（３）市及び県は、ホテル・旅館等の宿泊施設管理者に対して、宿泊客等の把握方法、安全な場

所への避難誘導方法や公共交通機関の運行状況等の情報を迅速に提供するための取組みを促

進する。
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第２２節 業務継続計画（BCP）策定計画

大規模地震発生時等においても、必要な業務を継続して実施できるよう、業務継続計画（BCP）

の策定の推進を図る。

特に、少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくな

った場合の代替庁舎の特定、電気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手

段の確保、重要な行政データのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定めておく。

実施担当及び関係機関：全部課、県（危機管理課、経営支援課、病院局県立病院課）

１ 市の業務継続計画

市は、防災の第一次責任を有する基礎的地方公共団体として、市民の生命、身体及び財産を

災害から保護するために、災害応急対策業務や市民の生活に密着した業務を継続して実施する

必要があることから、業務継続計画を策定し、業務継続性の確保に努める。また、計画の実効

性を確保するため、地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、適宜評価を行い、継続的な

見直し等を行う。

２ 県の業務継続計画

（１）県は、災害応急対策業務や優先度の高い通常業務を発災直後から適切に実施するため、あ

らかじめ継続性の高い通常業務の特定やその業務に必要な人員・資源の確保・配分等を定め

た業務継続計画を策定し、業務継続計画の確保を図る。また、計画の実行性を確保するため、

地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、適宜評価を行い、継続的な見直し等を行う。

（２）県は、本庁（警察本部を除く）及び防災拠点施設を対象に、「香川県庁業務継続計画（震

災対策編）」及び「香川県防災拠点施設業務継続計画（震災対策編）」を策定している。今

後は、その他の業務継続計画の策定を必要とする施設についても計画の策定に取組む。

３ 事業者の事業継続計画

災害等による企業の事業中断は、企業の存立や地域経済に大きな影響をおよぼすものとして、

企業の事業継続計画策定の必要性が指摘されている。

こうしたことから、市及び県は、事業継続計画作成のための情報提供を行うなど、事業者や

事業者団体に対し、計画の策定を推進するよう働きかける。

４ 地域継続計画の推奨

県は、香川大学、国、市町、民間企業及びその他団体等と連携し、大規模かつ広域的な災害

発生時においても、地域機能を継続するための地域継続計画（DCP）の策定・検討及びその普

及について、積極的に推進するよう努める。


